
１　教育行政の歩み

2006（平成18）年12月、戦後教育行政の大きな転換点となる改正教育基本法が施行された。

1947（昭和22）年施行の同法を初めて全面的に見直したもので、「公共の精神を尊び、豊かな人

間性と創造性を備えた人間の育成を期する」「伝統を継承し、新しい文化の創造を目指す教育を

推進する」といった理念が加わり、教育の目標として「豊かな情操と道徳心を培う」「我が国と

郷土を愛する」が掲げられた。

教育基本法の改正を踏まえて、いわゆる教育三法の改正も行われた。学校教育法については学

校評価や情報提供の規定の新設など、教育職員免許法については教員免許更新制の導入など、地

方教育行政法については学校運営協議会の設置、教育事務に関する点検・評価の義務づけなどが

盛り込まれている。

地方教育行政法については、2014（平成26）年６月にも、教育行政の責任の明確化、総合教育

会議の設置と大綱の策定、国の地方公共団体への関与の見直しを柱とする大規模な改正がなされ

ている。

２　教育委員会制度の改正

2014（平成26）年６月に地方教育行政法の改正が成立し、翌2015（平成27）年４月に施行され

た。その改正内容は、教育行政の責任の明確化、総合教育会議の設置と大綱の策定、国の地方公

共団体への関与の見直しを柱とするもので、従来の教育委員会制度が大きく変革した。この改正

により教育長の任期は４年から３年となり、その任命についても委員の互選性から市長による任

命制へと変わった。また、教育委員長の役職は廃止となった。この新たな教育委員会制度のも

と、現在、本市の教育委員会は、教育長、教育長職務代理者、教育委員３人の５人構成となって

いる。

３　事務局組織

本市の教育委員会事務局組織は、前述の改正前の教育基本法下でスタートしており、合併前の

２市２町において各々組織されていたものを統合し本庁に集約しつつ、各総合支所に分室を設置

し、必要な機能を各支所で執行できる体制とした。

2004（平成16）年11月時点における教育委員会事務局の組織は、図表11-１-１のとおりである。
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市長部局

図表11-１-１　教育委員会事務局組織図（合併時）

　その後、法改正や社会情勢の変化に対応し、効率的な行政運営を図ること等を目的に、これ

までに次のような組織機構の改革を行ってきた。
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　2024（令和６）年４月時点における教育委員会事務局の組織は、図表11-１-２のとおりである。

図表11-１-２　教育委員会事務局組織図
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４　教育大綱

2015（平成27）年４月施行の改正地方教育行政法では、地方公共団体の長が、国の教育振興基

本計画を参酌するとともに、その地域の実情に応じて教育、学術及び文化の振興に関する総合的

な施策の大綱を策定することが規定された。また、後述する総合教育会議での協議を経て、「市

長の有するべき権限に係る事項」「市長と教育委員会が特に足並みを揃えて取り組んでいくべき

事項」に関する根本的な方針を定めるものとされた。

本市では、この法改正以前から毎年度「西条市の教育（教育要覧）」を発行し、全体的な教育

基本方針及び推進目標を定めるとともに、学校教育、社会教育、人権教育、図書館、学校給食の

それぞれについて重点目標を明らかにしてきた。法改正以降は、教育大綱を定めるとともに、総

合計画及び教育大綱に沿って、より具体的な重点目標等を示した教育振興の指標として、教育基

本方針を策定している。同方針については、社会情勢の変化や教育を取り巻く環境の変化に対応

するため、毎年度改定を行っている。

最初の西条市教育大綱は、2018（平成30）年２月に策定した。2017～2020（平成29～令和２）

年度の４か年計画で、「豊かな心をはぐくむ教育・文化を実感できるまちを目指して」を基本理

念に掲げている。その上で、本市の将来都市像である「人がつどい　まちが輝く　快適環境実感

都市」の実現に向け、愛媛県や関係団体等と連携して教育、文化、スポーツの振興を図り、市民

の誰もが日々充実し、真に誇れるまちとなるよう取り組むこととした。

また、教育大綱に基づいて現状の把握と課題の掘り起こし及び検証を行い、子どもから高齢者

までの目線に立った幅広い視野で教育の振興を図り、豊かな心を育む教育・文化を実感できるま

ちを目指すこととした。

教育大綱は、①学校教育の充実、②社会教育の充実、③地域文化の継承・形成、④歴史文化の

保存・活用、⑤人権・同和教育の推進、⑥健康づくりという六つの柱で構成している。例えば学

校教育の充実については、本市における特色ある学校教育の取組であるＩＣＴを効果的に活用し

た学び合い学習の推進や防災人づくりの推進などを掲げる。地域文化の継承・形成については、

次代を担う子どもや若者の夢を支援し、才能や魅力を伸ばす人材育成への取組などを盛り込んだ。

第一次西条市教育大綱は、2020（令和２）年度末で終了するため、2021（令和３）年度から

2024（令和６）年度の４年間を計画期間として第二次西条市教育大綱を策定した。

基本理念は継承しつつ、国の第３期教育振興基本計画に掲げられている「2030年以降の社会を

展望した教育」の推進を図るとともに、本市が2024（令和６）年度に向けて掲げる「みんなで実

現しよう！持続可能な西条市」という達成目標のもと、将来を見据えた持続可能な教育の在り方

を模索していくものとした。

また、2025（令和７）年３月には、2025（令和７）年度から2029（令和11）年度の５年間を計

画期間として第三次西条市教育大綱を策定した。
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５　教育委員会の事務の点検・評価

2008（平成20）年４月に施行された改正地方教育行政法において、教育委員会はその権限に属

する事務の点検・評価を毎年実施して報告書を作成し、議会に提出するとともに公表することが

義務づけられた。

本市でも、2008（平成20）年度から「教育委員会の事務の点検・評価報告書」を作成・公表し

ている。点検・評価の対象とするのは、前述した教育基本方針に基づく学校教育、社会教育、人

権・同和教育の重点目標である。点検・評価に際しては、学識経験者で構成する外部評価委員会

を開催することで、客観性の確保を図っている。また、それぞれの重点目標に沿って、基本施策

や事業ごとに成果や課題を記載するとともに、Ａ～Ｅの５段階（令和６年度からＡ++、Ａ+、

Ａ、Ｂ、Ｃに変更）の評価結果を記載している。

１　総合教育会議の設置

総合教育会議は、2014（平成26）年に改正された地方教育行政法に基づき、市長と教育委員会

が教育に関する大綱や重点的に講ずべき施策等について協議・調整し、地域の実情に応じた教育

行政の推進を図るために設置するもので、本市では2015（平成27）年５月、「西条市総合教育会

議運営要綱」を制定し設置した。

２　総合教育会議の開催状況

総合教育会議のメンバーは基本的には市長、教育長、教育委員によって構成されるが、必要に

応じて関係職員や有識者が出席する。年２回～３回の会議を開催し、本市の教育に関する主要事

項について話し合いを行っている。

これまでの総合教育会議における協議事項一覧は、図表11-１-３のとおりである。
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図表11-１-３　総合教育会議における協議事項一覧
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１　学習指導要領の改訂

1998（平成10）年に全面改訂された学習指導要領では、自ら学び、自ら考え、主体的に判断

し、行動し、よりよく問題を解決する資質、能力等、生きる力を育むことを大きな狙いとしてお

り、総合的な学習の時間もこのときに導入された。

合併後、2008（平成20）年に全面改訂された学習指導要領では、知識・技能の習得と思考力・

判断力・表現力等の育成のバランスが重視され、約30年ぶりに授業時数が増えた。小学５・６年

生に外国語活動の時間を創設し、中学校の体育では武道とダンスが必修になった。

2015（平成27）年の一部改訂では、教科外活動であった小・中学校の道徳が教科に格上げさ

れた。

2017（平成29）年に全面改訂された学習指導要領では、社会に開かれた教育課程を掲げるとと

もに、知識の理解の質を更に高めて確かな学力を育成すること、豊かな心と健やかな体を育むこ

と等が重視された。小学校は前回に続いて授業時数が増加し、外国語活動を小学３・４年生に前

倒しするとともに、小学５・６年生は外国語として正式教科に格上げされた。アクティブ・ラー

ニング（主体的・対話的で深い学び）の視点からの授業改善、プログラミング教育の充実等も盛

り込まれた。本市でも2020（令和２）年度から小学校でのプログラミング教育を開始した。

２　学校施設の概要

図表11-２-１は、2024（令和６）年５月時点における本市の学校施設の概要である。

市立の小学校が25校、中学校が10校、幼稚園が３園であり、合併後の20年間では、浦山小学校

の閉校に伴い、小学校数が１校減となっている。

１　児童・生徒数及び教員数の推移

図表11-２-２は、本市の市立小・中学校の学級数・児童生徒数・教員数の推移である。

児童生徒数は年々減少しているが、特別支援学級の開設等により学級数及び教員数は大きく減

少していない。
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図表11-２-２　児童・生徒数及び教員数の推移　
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１　耐震改修工事

合併時、本市が管理する学校教育施設は、小学校が26校、中学校が10校、幼稚園が６園あり、

1981（昭和56）年以前の旧耐震基準により建設された建物は62棟であった。

耐震改修については、優先度ランク、年次計画等を考慮した上で改修を進めた。当時、文部省

からの通達により、1981（昭和56）年以前の建物で、非木造２階建て以上、又は床面積200平方

メートルを超える校舎及び体育館について耐震診断を進めた。これらについて、2008～2015（平

成20～27）年度に校舎・体育館の耐震工事をＳＲＦ工法等により実施した。

ＳＲＦ工法は、従来の耐震補強工法と比較して、安価かつ短期間で施工できることから、児

童・生徒の生命を早期に確保するため、この工法により校舎の耐震化を推進した。しかし、国が

推奨するＩｓ値に基づく耐震改修方法とは違う考え方で耐震改修を行っていることから、改修施

設全体における改修比率に対して、文部科学省発表の耐震改修率とは違いが生じている。

なお、体育館については、構造仕様上の観点から構造材の部材補強による耐震化を推進した。

現在は施設の老朽化に伴う、長期的な視点での施設改修が文部科学省により推奨されている現

状から、2021（令和３）年３月に策定した「西条市学校施設長寿命化計画」に基づく改修と並行

し、追加施工することにより、国の推奨する数値に対応した耐震改修にも努めている（２編12章

１節参照）。

図表11-２-３は、長寿命化計画実施前の耐震改修の状況（合併以降）である。
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資料：教育委員会（事務報告書・一）

W: 木造、S: 鉄骨造、RC：鉄筋コンクリート造、CB: コンクリートブロック造

※西条市学校施設長寿命化計画に基づく耐震改修は、図表 11-2-4 を参照

西条南中学校校舎

施設名 延床面積
建物等概要

新増改別 構造 階層 用途
年度

H20 耐震改修 RC ４階 校舎 5,138㎡

飯岡小学校校舎H21 耐震改修 RC ３階 校舎 2,621㎡

玉津小学校南校舎H21 耐震改修 RC ３階

３階

校舎 1,990㎡

小松小学校北校舎H21 耐震改修 RC ４階 校舎 2,000㎡

西条北中学校特別教室校舎H21 耐震改修 RC ４階 校舎

校舎

校舎

校舎

校舎

校舎

校舎

校舎

技術室

1,720㎡

西条西中学校校舎H21 耐震改修 RC ４階 2,632㎡

橘小学校校舎H22 耐震改修 RC ４階 1,670㎡

氷見小学校校舎H22 耐震改修 RC ４階 2,656㎡

神戸小学校校舎H22 耐震改修 RC ４階 2,566㎡

飯岡小学校南校舎H22 耐震改修 RC ４階 1,533㎡

丹原小学校東校舎H22 耐震改修 RC ３階 1,952㎡

西条東中学校北校舎H22 耐震改修 RC ４階 2,636㎡

西条北中学校技術科棟H22 耐震改修 RC一部S 平屋 334㎡

校舎

校舎

丹原小学校校舎H23 耐震改修 RC ３階 1,956㎡

壬生川小学校校舎H23 耐震改修 RC ３階 2,441㎡

校舎玉津小学校校舎H24 耐震改修 RC ３階 1,382㎡

校舎禎瑞小学校校舎H24 耐震改修 RC ３階 1,140㎡

校舎徳田小学校校舎H24 耐震改修 RC ３階 1,776㎡

校舎小松小学校校舎H24 耐震改修 RC ４階 2,433㎡

校舎庄内小学校校舎H24 耐震改修 RC ３階 1,796㎡

校舎多賀小学校校舎H25 耐震改修 RC ２階 1,367.97㎡

校舎楠河小学校校舎H25 耐震改修 RC ２階 1,079.2㎡

園舎小松幼稚園H25 耐震改修 RC 平屋 579.45㎡

屋内運動場西条小学校屋内運動場H26 耐震改修 S 平屋 725.40㎡

屋内運動場神拝小学校屋内運動場H26 耐震改修 RC一部S 平屋 945㎡

屋内運動場飯岡小学校屋内運動場H26 耐震改修 RC一部S 平屋 540㎡

屋内運動場橘小学校屋内運動場H26 耐震改修 RC一部S 平屋 532㎡

屋内運動場氷見小学校屋内運動場H26 耐震改修 RC一部S 平屋 532.08㎡

屋内運動場三芳小学校屋内運動場H26 耐震改修 S 平屋 519㎡

屋内運動場楠河小学校屋内運動場H26 耐震改修 S 平屋 550㎡

屋内運動場丹原小学校屋内運動場H26 耐震改修 S ２階 1,196.5㎡

屋内運動場徳田小学校屋内運動場H26 耐震改修 S ２階 543㎡

屋内運動場石根小学校屋内運動場H26 耐震改修 RC一部S ２階 703㎡

屋内運動場東予西中学校屋内運動場H26 耐震改修 S 平屋 830㎡

屋内運動場東予東中学校屋内運動場H26 耐震改修 RC ２階 1,444.5㎡

武道場東予西中学校屋内運動場H26 耐震改修 S 平屋 207㎡

屋内運動場丹原東中学校武道場H27 耐震改修 S 平屋 270.25㎡

武道場河北中学校武道場H27 耐震改修 S 平屋 204.87㎡

屋内運動場小松小学校屋内運動場H27 耐震改修 RC一部S 平屋 1,022㎡

屋内運動場吉岡小学校屋内運動場H27 耐震改修 RC一部S 平屋 537㎡

屋内運動場庄内小学校屋内運動場H27 耐震改修 RC一部S 平屋 554.40㎡

屋内運動場禎瑞小学校屋内運動場H27 耐震改修 RC一部S 平屋 532㎡

屋内運動場吉井小学校屋内運動場H27 耐震改修 S 平屋 555.95㎡

屋内運動場大町小学校屋内運動場H27 耐震改修 S 平屋 945㎡

３階（北）
４階（南）

北校舎1,110㎡
南校舎2,996㎡

大町小学校校舎H21 耐震改修 RC 校舎

３階
２階

渡り廊下
図書室棟

渡り廊下103㎡
図書室棟251㎡

東予東中学校校舎等H22 耐震改修 RC

北校舎2,784㎡
南校舎2,179㎡

東予東中学校校舎H21 耐震改修 RC 校舎

図表11-２-３　長寿命化計画実施前の耐震改修の状況（合併以降）
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（北校舎、西校舎）

3,908㎡

老朽改修、

老朽改修、

老朽改修、

老朽改修、

老朽改修、

２　西条市学校施設長寿命化計画

多くの学校施設は、第２次ベビーブーム世代の人口増加に伴い、昭和40年代後半から昭和50年

代にかけて建設された。これらの建物が合併後、更新時期を迎えつつあり、老朽化対策が重要な

課題となっている。

限られた財源や人員の中で、学校施設の整備内容、時期、費用等を具体的に示し、中長期的な

維持管理に係るトータルコスト縮減と予算平準化につなげ、学校施設に求められる機能・性能を

確保するとともに施設保有量の適正化を図るため、2021（令和３）年３月に西条市学校施設長寿

命化計画を策定した。同計画では、学校施設の目指すべき姿及び実態、基本的な方針、施設整備

の水準、実施計画並びに運用方針を明確にしている。

計画期間は、2020（令和２）年度～2060（令和42）年度の41年間で、施設における老朽化状況

等の実態を継続的に把握しながら、原則として５年ごとに見直しを行い、整備を進めていくこと

としている。対象となるのは市内の公立小・中学校35校の計112棟である。

長寿命化計画に沿って、これまでに次の表のとおり改修工事を実施している。いずれも、構造

躯体の耐久性を高める改修、ライフラインの更新等の施設の長寿命化を図るための改修で、これ

により施設寿命30年の延伸を図っている。

また、2025（令和７）年３月に計画の見直しを行い、神戸小学校の長寿命化事業（公民館との

複合化事業）及び躯体健全化事業を進めることとした。躯体健全化事業では、老朽化する外壁改

修及び国が定める耐震基準を満たす耐震補強工事を実施する。

図表11-２-４　学校施設における長寿命化事業実施状況（合併以降）

３　校舎新築工事

本市では、一部の校区で人口が集中し、小・中学校の児童・生徒数が増加したこと等により教

室不足が生じたことから、これに対応するために、校舎の新築及び既存校舎の増築を行ってき

た。合併後の校舎等の主な整備状況は、次のとおりである。
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図表11-２-５　校舎新築工事の実施状況（合併以降）

４　屋内運動場（体育館）整備

屋内運動場については、児童・生徒等の利用のほか、非常災害時には地域住民の避難所として

の役割も果たすことから、その安全性の確保は極めて重要であり、校舎に続き耐震補強を進めて

きた（耐震補強の状況は図表11-２-３のとおり）。

耐震補強は2015（平成27）年度に完了したものの、老朽化により今後、耐用年数の経過が見込

まれる屋内運動場については、新たに整備が必要であり2016（平成28）年度から順次実施してい

る。これまでに実施した主要な屋内運動場の整備状況は、次のとおりである。

図表11-２-６　屋内運動場の整備状況（合併以降） 

５　特別支援教室整備工事

2007（平成19）年４月の特別支援教育完全実施を受けて、これまでの特殊教室を特別支援教室

として運用開始したが、障がい及び支援の種別に応じた施設が必要なことから、教室及び設備の

整備を行っている。

障がいを持つ児童・生徒が学校生活を安全に支障なく過ごせるよう、対象児童の入学や状況変

化に応じ、肢体不自由者の場合、安全な移動のために、車いす対応のトイレ及びスロープを、難

聴者の場合、静かな学習環境の確保のために、防音・遮音壁及び扉を整備する等の対応を行って

いる。

６　空調設備整備

合併時、市内小中学校では、保健室の空調設備は整備できていたものの、普通教室への整備は

できていなかった。
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年々厳しくなる夏の暑さ等に対応し、快適な学習環境を整えるため、本市では市内公立小・中

学校35校及び幼稚園４園の普通教室及び使用頻度の高い特別教室へ空調設備を整備した。

整備方式は、ＰＦＩ法に基づき、事業者自らの資金で空調設備の設計、施工及び工事監理を

行った後、空調設備等の所有権を市に移転するＢＴＯ方式を採用した。これにより、財政負担等

の縮減及び効率化を図るとともに、点検、保守、修繕、フィルター清掃、消耗品交換その他の空

調設備の維持管理業務等を一括して専門の事業者に委託し、施設の負担軽減を図っている。

総合評価一般競争入札を実施し、2018（平成30）年９月、共同事業体である㈱西条学校空調Ｐ

ＦＩサービスと契約満了となる2031（令和13）年３月までの特定事業契約を19億7,843万1,473円

（変更により現在は19億8,696万6,068円）で締結した。

これを受けて、2018（平成30）年９月から2020（令和２）年３月にかけて設計及び施工を行

い、小・中学校及び幼稚園に年間を通して快適に学べる環境を整えている。

７　ブロック塀改修工事

2018（平成30）年６月に発生した大阪北部地震により大阪府高槻市内の小学校のブロック塀が

倒壊し、９歳女児が下敷きとなり犠牲になる事故が発生したことを契機として、本市においても

学校施設を含む公共施設における危険ブロック塀の撤去及びブロック塀の改修を行っている（詳

細は２編12章２節：公共施設の安全対策）。

８　屋外トイレ整備

学校の屋外トイレのうち、男女共用となっている施設について、児童生徒及び学校開放利用者

のほか、避難場所となった場合の利便性の向上を図るため、2012～2020（平成24～令和２）年度

において計画的に男女別・洋式化整備を実施した。

合併以降の屋外トイレの整備状況は、図表11-２-７のとおりである。

図表11-２-７　屋外トイレ整備状況（合併以降）
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９　その他施設整備

合併以降におけるその他の学校施設整備状況については、図表11-２-８のとおりである。

図表11-２-８　その他学校施設整備状況（合併以降）

10　西条市少年自然の家の廃止

旧西条市において、かつて西之川にあった旧高宮小学校の施設を利用して、自然環境の中で野

外活動及び宿泊生活を通じ、心身ともに健全な少年の育成を図ることを目的に、西条市少年自然

の家を設置していた。合併後も引き続き利用していたが、施設の老朽化が激しく改修困難とな

り、利用者も減少していたことから、2006（平成18）年度末で施設を廃止した。その後、施設の

一部が地域の集会所として活用されている。

１　浦山小学校の閉校

西条市立浦山小学校の歴史は古く、1909（明治42）年黒瀬尋常小学校浦山分教場として開校し

たのが始まりである。児童減少に伴い1989（平成元）年に休校し、1990（平成２）年には復校し

たが、その後、通学する児童が不在となり、2010（平成22）年４月１日から再び休校とした。通

学区域の弾力化を図り、ホームページ、各種会合等の様々な機会を設けて復校への努力を重ねて

きたが、通学希望者がいない状況が続いたことから、2017（平成29）年12月に西条市立浦山小学

校の在り方検討委員会を設置し、地域の自治会、学校関係者等で実情を踏まえて話し合いを進め

た結果、閉校を決定した。

2019（令和元）年10月５日、西条市立浦山小学校において閉校式を行った。

２　小中学校の規模適正化に向けた検討

小中学校の規模適正化に向けた検討が始まったのは、2020（令和２）年に実施した西条市の教

育に関するアンケート調査において「将来的な子ども達の教育環境の充実を図るためには一定程

度の児童・生徒数、学級数が必要である」との回答が多くみられたことがきっかけであった。

同アンケート調査では、「小学校での学習環境を考える上でどんな要素を重視すべきと思う

か」も尋ねた。その結果、「学校の教員の人数や質が充実し児童一人ひとりに行き届いた教育が

受けられること」との回答が、学級の規模を問わず上位を占めた。また、「１学級当たりの児童

数の多い少ないに関係なく、１学年１学級以上の学校に通わせたい」との回答も多かった。

この結果を踏まえて2022（令和４）年度には、全小学校６年生・全中学校３年生の保護者、市

内全小・中学校の教員を対象に、西条市の学校規模適正化に関するアンケート調査を実施した。
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その結果、約７割は「学校再編が必要である」と、約３割は「児童・生徒が減少しても現在の学

校配置が望ましい」と回答する等、現在の学校配置が望ましいという思いは持ちつつも、将来的

な子どもの教育環境の在り方を考えた場合、再編はやむを得ないと考えている方が多い状況が明

らかとなった。

これらを受けて、2023（令和５）年１月31日に開催の令和４年度第２回総合教育会議におい

て、学校規模適正化に向けた検討を開始する方針を決定した。同年３月の市議会定例会で市長が

学校規模適正化の検討方針を表明した。

2024（令和６）年６月には、第１回西条市学校適正規模・適正配置等審議会を開催し、公立

小・中学校の適正規模・適正配置に向けた基本方針（案）や基本計画（案）等についての審議を

開始した。

2025（令和７）年１月には西条市学校適正規模・適正配置等審議会から小学校における複式学

級及び中学校の単学級を解消することを最優先とし、クラス内で複数のグループ編成が可能とな

る規模又はクラス替えが可能な規模を確保する等の基本方針（案）のほか、特色ある教育環境の

整備として、小中一貫教育、公民館との複合化、小規模特認校の設置等の計画（案）を示した答

申書が提出された。

１　学力向上対策

2006（平成18）年度の西条市の教育基本方針（教育要覧）においては、当時の学習指導要領に

沿って「生きる力」を育む教育内容と指導方法の充実を重点目標の一つに掲げ、社会の変化に対

応した教育の推進として特に国際理解教育、環境教育及び福祉教育の充実強化を掲げた。2007

（平成19）年度からスタートする小・中学生対象の全国学力・学習状況調査を見据え、確かな学

力の定着と向上を打ち出し、同調査の結果を組織的に検証して各校の学力面での課題を明確化

し、基礎・基本の定着や学力向上策の推進を図ることとした。

2012（平成24）年度の西条市の教育基本方針（教育要覧）においては、重点目標の一つに

「知・徳・体のバランスのとれた子どもの育成」を掲げ、「知」の部分については、次の３点を

挙げている。

①　新学習指導要領の趣旨を踏まえた「わかる・できる・楽しい」授業の創造…▽各種学　

　　　力・学習状況調査の実施、調査結果の分析と活用　▽専門家や異校種教員等外部講師、Ａ

　　　ＬＴの積極的な活用　▽社会科副読本等地域や幼児・児童・生徒の実態に応じた教材開発

　　　▽校内ＬＡＮやＩＣＴ機器等を活用した教育の推進

②　言語活動の充実…▽校内研修の充実　▽各教科部会等における研究推進

③　家庭との連携による学習習慣の定着…▽保護者への啓発　▽家庭学習の手引き等の作成

　　　と活用

2017（平成29）年度からは、西条っ子学びの向上推進事業をスタートした。同事業において、

ＩＣＴを効果的に活用した学びあい学習を推進した。
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学びあい学習とは、「友だち同士、子どもと教師、学校間での学び合い」「学びを通した人と

の出会い」「学びを通して相談する相（あい）」「学びを通した友だち同士、子どもと教師、学

校同士をつなぐ間柄の間（あい）」として、「学びによって生まれる様々な愛（あい）」を覚書

として定義付けた。

これにより、探究的な学びを展開することを意識し、児童自らが問いを見出せるよう「問題・

課題の発見・確認」段階から、学びのねらいを意識して「問題・課題の追求」、さらに、対話を

通じて「問題・課題の解決」までが、導き出せるよう主体的で、深い学びの実現を目指した。

２　全国学力・学習状況調査

全国学力・学習状況調査は、文部科学省が2007（平成19）年度から、全国の小学６年生と中学

３年生を対象に始めた調査である。この取組が始まった背景には、2004（平成16）年に公表され

た国際学力調査の結果があった。国際的にはおおむね上位にあるものの、読解力などが低い傾向

がみられた。また、児童生徒の学習意欲や生活習慣などについては、諸外国に比べ勉強が楽しい

と思う児童生徒の割合が低く、宿題をする時間が短いなどの課題があることが明らかになった。

学力検査及び学習環境や生活環境に関するアンケート（質問紙調査）は、全国的な児童生徒の

学力や学習状況の把握・分析により、教育施策の成果と課題を検証し、その改善を図るととも

に、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てることを目的とし

て、毎年度実施している。

調査結果を踏まえ、学校における取組等に対して必要な支援等を行うなど、市内の教育及び教

育施策の改善に向けた取組を進めている。また、各学校においても、各児童生徒の全般的な学習

状況の改善等に努めるとともに、学習指導方法等の改善に向けて取り組んでいる。

３　高校進学状況　他

2021（令和３）年２月16日に開催された令和２年度第３回総合教育会議において、中学３年生

の保護者を対象に実施したアンケート結果が示され、高等学校への進学については、６割強が市

内の高校への進学を、約１割が市外の高校への進学を希望しているという結果であった。高校進

学率は、2017（平成29）年度には98％、2018（平成30）年度も98％で推移した。2019（令和元）

年度は99％、2020（令和２）年は98.9％、2021（令和３）年度は99.2％、2022（令和４）年度は

98.7％とおおよそ100％に近い状況となっている。

１　ＩＣＴ教育の推進

国のスクール・ニューディール構想を受けて本市では早くから情報通信技術（ＩＣＴ）の発展

に対応した教育の必要性に着目し、2010（平成22）年度に他市に先駆けて全小・中学校に電子黒

板を導入した。小学校では主に外国語活動の授業で、中学校では英語や理科、社会等の授業で活

用した。各学校からは、視覚に訴えることができ、子どもの興味、関心、学習意欲が高まる等の
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評価を得た。また、学校の教職員を中心にした情報化推進委員会を設置し、同委員会を中心に

ＩＣＴ教育の推進を図っている。

2011（平成23）年３月には、本市が未来都市モデルプロジェクトの実証地域に選定され、教育

分野におけるＩＣＴの取組が加速した。

2012（平成24）年度には、全小・中学校に校内ＬＡＮを整備し、全教室でインターネットに接

続できるようになった。また、出退勤管理、メッセージ、アンケート等の機能を備えた教職員用

グループウェア「ミライム」の運用を開始するとともに、教職員に１人１台の校務用パソコンを

配備した。2013（平成25）年度には、神戸小学校が未来都市モデルプロジェクト校として、ＩＣ

Ｔの利活用方法を開発するための実証事業を行った。

2015（平成27）年度に、文部科学省委託事業である人口減少社会におけるＩＣＴの活用による

教育の質の向上に係る実証事業として、双方向のコミュニケーションができるＩＣＴ機器を、複

式学級も有する小規模校が集積する丹原地域の４小学校（丹原、田滝、徳田、田野）に導入し

た。これにより、ＷＥＢ会議システム、電子黒板、プロジェクタ、スクリーン、マイクスピー

カーシステム、電動式スクリーン、タブレット型パソコン、デジタル教科書など、先進的なＩＣ

Ｔ環境を整え、これらを活用して、学校の枠を超えて互いが学び合う学習環境であるバーチャル

クラスルームを実現している。

また、同年度から翌年度にかけて、市内小・中学校の全教室に、電子黒板及び指導者用デジタ

ル教科書を整備した。同時に特別支援学級においては、児童・生徒１人１台のタブレットパソコ

ンを配備した。さらに、パブリッククラウド上への教職員用グループウェア、統合型校務支援シ

ステムの配備を行った。

2016（平成28）年度から翌年度には、主体的で対話的な深い学び（アクティブ・ラーニング）

の実現を目指すＩＣＴを効果的に活用した学びあい学習について、玉津小学校で公開授業を実施

した。

こうした取組が評価され、2018（平成30）年１月30日に開催された第２回全国ＩＣＴ教育首長

サミットにおいて、本市は最優秀賞の一つである2018日本ＩＣＴ教育アワードを受賞した。

また、2015（平成27）年度からは、校務のデジタル化に伴い、仮想デスクトップ空間技術を活

用したテレワークを推進し、2022（令和４）年度からはフルクラウド化するとともに、容量を拡

大することで作業の高速化を図った。全教員の約６割がこのシステムを利用し、教員１人当たり

の年間校務時間が大幅に短縮された。これによって、2019（令和元）年には日本テレワーク協会

の実施する第19回テレワーク推進賞において会長賞（大賞）を受賞した。

2018（平成30）年度には、総務省による地域おこし企業人派遣プログラム制度を活用し、県内

初の試みとして、三大都市圏に勤務する民間企業のＩＣＴ専門人材を招聘した。３年間、教育委

員会へ出向し、ＩＣＴの専門知識を生かしたＩＣＴ教育推進スマートスクール実証事業事務、教

職員の働き方改革や負担軽減の業務に携わった。

2020（令和２）年度の新学習指導要領から、小学校でプログラミング教育が必修化されること

を見据え、2018（平成30）年２月に中川小学校及び氷見小学校において、５・６年生を対象とし

たプログラミング教室を開催した。また、同年５月には、教員のプログラミング教育についての

理解を深め、指導能力を向上させるため、専門家を講師に迎えて、指導教員の養成塾も開催した。
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２　ＧＩＧＡスクールへの取組

ＧＩＧＡスクール構想は、文部科学省が2019（令和元）年度から開始した全国の全小・中学校

児童生徒への１人１台タブレット端末の提供と、全学校への高速ネットワーク環境の整備を行う

取組である。

本市でも2020（令和２）年度に、小学校においては児童用5,621台と教員用502台、中学校にお

いては生徒用2,653台と教員用263台のタブレット端末を配備するとともに、全教室の無線ＬＡＮ

化を実施した。そして、翌年度には、協働学習支援のオンラインシステムであるスクールタクト

及び個別学習支援のオンラインシステムであるｅライブラリアドバンスを導入した。

各学校ではこうした機器やシステムを活用し、児童生徒の回答の共有、コメント機能による意

見交換、個々人の学習記録の可視化などＩＣＴならではの特性を生かした授業やグループ学習、

研究授業などに取り組んでいる。

３　コミュニケーション教育

文部科学省による児童生徒のコミュニケーション能力育成に資する芸術体験事業の採択を受け

て、2010（平成22）年度からコミュニケーション教育推進事業を実施した。実施団体のＮＰＯ法

人、学校、教育委員会の３者が協力し、ＮＰＯ法人が派遣する外部講師（演劇関係の芸術家等）

が授業に参画して、児童たち自身が演技の創作をするワークショップを行うものである。感情表

現や理解力不足といった課題を解消し、児童生徒が持っている能力の再確認や再認識を周囲に促

すことを目的に、一人ひとり異なる価値観を擦り合わせながら、一つのもの（演劇）を作り上げ

ていく体験を通して、コミュニケーション能力・ディスカッション能力等を向上させる取組を

行っている。

また、2015（平成27）年度には、文化庁による文化芸術による子供の育成事業にも取り組んだ。

文化芸術団体が学校の体育館等で演劇等を行う巡回公演事業と、芸術家を学校へ派遣し講話や実

技披露、実技指導を行う芸術家派遣事業がある。いずれの場合も、ワークショップなども交えな

がら子どもたちの芸術への関心を高め、豊かな情操や芸術を愛する心の涵養を図っている。

４　外国語指導助手（ＡＬＴ）招致事業

外国青年招致事業（ＪＥＴプログラム）は、地方自治体が国などの協力を得て、主に英語を母

語とする大学卒業者を日本に招致し、外国語指導助手（ＡＬＴ）などとして英語教育や国際交流

事業に従事してもらう取組である。本市でも合併前からの取組を引き継ぎ、ＪＥＴプログラムを

活用するほか、直接雇用の形でＡＬＴを招致しており、2005（平成17）年度は10人のＡＬＴが

小・中学校で正確な発音や会話力などの指導を行っている。

2007（平成19）年度から翌年度にかけては、西条小学校が研究指定校となって、文部科学省に

よる小学校英語教育推進事業を実施した。５・６年生を対象に年間35時間を充当して、教員、Ａ

ＬＴ、地域ボランティアが協力しながら英語活動等国際理解活動の実践的な取組を行った。

学習指導要領改訂に伴って、2011（平成23）年度から小学５・６年生に外国語活動の時間が設

けられることになった。本市では移行期の2010（平成22）年度に、小学校25校中23校が年間35時

間の完全実施、残り２校も25時間を実施し、ＡＬＴも指導に加わるとともに、小中連携による質
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の高い授業づくりに努めた。また、同年度は、ＡＬＴが中心となって小学生英語キャンプも開催

した。

2020（令和２）年度からは、小学３・４年生の外国語活動が年間35時間、５・６年生の外国語

科が年間70時間の標準時間数となった。本市では新たなカリキュラムに対応し、より充実した授

業が実践できるよう、ＡＬＴの配置を見直した。従来は幼稚園、小学校、中学校へ配置していた

が、2018（平成30）年度からは小学３年生以上と中学校のみの配置とし、各学校への訪問回数を

増やすようにした。また、10人のＡＬＴを小学校専門５人、中学校専門５人に分けて配置し、教

材研究の充実とＡＬＴの専門性を生かした指導ができるようにした。

ＡＬＴは2020（令和２）年度から８人体制としていたが、2024（令和６）年度には新たにス

タートしたグローバルイングリッシュスクール事業に対応するため、14人体制に拡充した。

５　にほんご指導教室

にほんご指導教室は、外国人や帰国子女等の日本語を母語としない子どもたちを対象とする日

本語教育のための特別支援教室である。対象となる子どもたちの増加を受けて本市では2016（平

成28）年に愛媛県下で初めて西条小学校に、にほんご指導教室を開設した。

一人ひとりの子どもについて、日本語能力やこれまでの指導、家庭での様子などから多角的に

実態を把握し、個々に応じた丁寧な指導を行うとともに、日本語能力だけでなく、意欲的に学校

での生活や学習に取り組む姿勢を養うよう心がけている。

西条小学校以外の児童も通うことができ、学校には保護者と登下校するなど、保護者にとって

不安がないように配慮している。2024（令和６）年４月時点で、７人がこの教室に通っている。

母国語はスペイン語、ポルトガル語、中国語と幅広く、翻訳の機器なども取り入れながら、児童

の日本語への理解がスピードアップできるように対応している。

６　ことばの教室

ことばの教室（言語通級指導教室）は、発音がはっきりしない、語彙が少ない、言葉に詰まる

などの課題を抱えた児童生徒が通級し、個々の状態に応じた言語指導を受けることができる教室

である。

本市では合併前から西条小学校と国安小学校に開設しており、西条小学校では2008（平成20）

年度に施設を校舎と別棟で整備し、市内各校区からも受け入れできる体制を整えている。

現在は、にこにこ教室として、言葉だけでなく計算、運動、生活習慣など、より幅広い課題に

対応できるよう指導内容を拡充し、児童生徒が抱える課題をできるだけ早く改善できるように取

り組んでいる。

2024（令和６）年度の利用者は、月平均で西条小学校が35人、国安小学校が23人となっている。

７　学校チャイムへの校歌採用

ふるさとを愛する教育の一環として、本市では、各学校の校歌を学校チャイムに採用するとい

う、県内初の試みを行っている。
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2011（平成23）年度から学校チャイムを校歌のメロディにするための装置の設置を開始し、

2013（平成25）年度には、市内全小中学校で学校チャイムを校歌のメロディに変えた。

８　コミュニティ・スクールの推進

コミュニティ・スクールとは、学校運営協議会を設置した学校のことである。学校運営協議会

を運営する委員は、地域の住民や児童生徒の保護者などで、教育委員会が任命する。学校長は、

学校の運営に関する基本的な方針の作成に当たり、学校運営協議会の承認を得ることが義務づけ

られている。子どもたちの教育を地域の人と共に実践し、地域と共にある学校づくりを推進する

ことを目的とする仕組みである。学校を核とした地域コミュニティの活性化はもとより、地域や

保護者と学校が話し合い、学校が抱える課題を地域ぐるみで解決していくことにしている。

本市は、2020（令和２）年度の教育基本方針及び2021（令和３）年２月に策定した新たな教育

大綱にコミュニティ・スクールの推進を明記し、その後、2024（令和６）年度以降に市内全小・

中学校に学校運営協議会を設置する方針とした。

コミュニティ・スクールの推進に向けて、まず2021（令和３）年度には玉津小学校と大町小学

校をモデル校に指定した。玉津小学校においては課題解決をテーマに、大町小学校においては未

来志向をテーマに、地域住民や保護者と共に様々な取組を行った。玉津小学校では負担がかから

ず継続しやすい“ちょこっとボランティア”を推進する組織を立ち上げ、「ちょこっとだけ」を

合言葉に学習のサポートなどを行った。

2022（令和４）年度は、この２校で学校運営協議会を立ち上げ、コミュニティ・スクールの取

組を本格化させるとともに、他の学校からもモデル校の申請を受け付け、石根小学校、小松小学

校、禎瑞小学校でモデル事業を実施した。

2023（令和５）年度は、この３校で学校運営協議会を立ち上げ、神戸小学校、多賀小学校、庄

内小学校、田野小学校、飯岡小学校でモデル事業を実施し、2024（令和６）年度にはこれらのモ

デル校の５校を含む小学校20校及び中学校10校に学校運営協議会を立ち上げ、市内全小・中学校

でコミュニティ・スクールを実施した。

９　12歳教育

本市では小学校６年生を対象に、2006（平成18）年度から12歳教育推進事業を開始した。小学

校卒業という節目を迎える12歳の子どもたちに、防災や福祉、環境などの分野での体験を通し

て、社会性を身につけてもらう教育プログラムで、2012（平成24）年度までは毎年、子ども防災

サミットを開催した。また、2009（平成21）年度までは、地域を新たな視点で見つめ、歴史や文

化の再確認から、防災に繋がる「タウンウォッチング」を実践している。さらに、各地域で防災

キャンプを実施するなど、防災に関する取組には特に力を入れてきた。

これらの実績を踏まえて、2011（平成23）年度から2013（平成25）年度までにかけて姉妹都市

であるベトナム国フエ市への防災教育支援事業を実施するなど防災教育の取組を拡大した（10編

２章４節を参照）。
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小学校単独での12歳教育推進事業による防災教育は、2018（平成30）年度まで実施したが、そ

の取組の中で、防災課題は地域によって違うこと、学びを小学校段階で留めず継続して学び続け

る必要があるため、2019（令和元）年度から、中学校区での小中連携による防災学習に取り組ん

でいる。2021（令和３）年度からは、12歳教育推進事業と学校等連携教育推進事業を統合し、新

たに学校・家庭・地域連携推進事業として中学校区単位での防災教育を推進している。

１　ウイングサポートセンター

発達に不安があり特別な支援を要する子どもが、地域において自立して豊かに生きていくこと

ができるよう十分な支援を行うことを目的として、旧大町公民館（大町68番地６）を改修し、新

たにウイングサポートセンターを2011（平成23）年11月に開設した。

2012（平成24）年度からは、専門家の人材配置も含めた同センターの機能及び内容の充実を図

るとともに、市民への啓発活動や活動内容の周知に努めた。

2014（平成26）年８月には、増加する利用者へのきめ細かな対応と西部方面からの利用者の利

便性の向上を目的に、いしづち森林組合周桑支所の一部敷地及び建物を賃借し、丹原地区に西部

ウイングサポートセンター（丹原町池田1561-３）を開設した。これに伴い、大町のウイングサ

ポートセンターを東部ウイングサポートセンターに改称した。

両ウイングサポートセンターの主要な業務としては、まず相談業務がある。特に、低年齢期か

らの子どもを対象とする相談支援が特徴で、子どもの特性に係る相談を早期かつ継続的に無料で

受けることができるほか、ケースによっては検査に基づく将来の就学相談にもつなげられること

などから、利用者の高い評価を得ている。

また、発達検査も実施している。対象者は、幼稚園、保育園、学校等において一定の観察及び

指導経過があり、将来の就学に向けての判断が必要な子ども並びに、学校等における指導及び支

援方法の見直しが必要な子どもで、保護者の同意のもとで検査を実施する。検査費用は無料で、

両ウイングサポートセンターの特別支援教育士、臨床心理士、公認心理師等の有資格者を中心と

して行っている。

ウイングサポートセンターの利用状況は、図表11-２-９のとおりである。
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図表11-２-９　ウイングサポートセンターの相談実績

２　特別支援教育

特別支援学級は、障がいなどにより教育上特別な支援を必要とする児童・生徒のため、小学校

や中学校などに置くことのできる学級である。従来は特殊学級と呼ばれていたが、2006（平成

18）年に名称が変更された。

本市では、知的、肢体不自由、難聴、弱視、自閉症・情緒障がい、病弱・身体虚弱など、児童

生徒の障がい等の態様に応じた特別支援学級が開設されている。両ウイングサポートセンターに

おいて就学前児童に関する相談があれば、個々の状況を詳細に把握した上で、必要に応じて特別

支援学校や特別支援学級への就学を勧奨している。また、2024（令和６）年９月末現在、特別支

援教育支援員（会計年度任用職員）として49人を雇用し、サポートの充実を図っている。

特別支援学級の設置状況は、図表11-２-10のとおりである。

図表11-２-10　特別支援学級の設置状況

３　教育支援施設（適応指導教室）

適応指導教室は、学校に行きづらい子どもたちが安心して過ごせるよう、社会的自立に向けた

支援をするための場所で、本市では２か所に開設している。

青少年健全育成事業の一環として、旧西条市では1996（平成８）年に当時の青少年育成セン

ター内に西条市適応指導教室（現「いしづち」）を開設し、合併に伴い仮施設に移転した後、
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2005（平成17）年に現在の同センター施設内（楢木53-１・旧橘公民館跡地）に移転した。ま

た、旧東予市では2003（平成15）年に適応指導教室（現「ひうち」）を三芳公民館内に開設し、

現在は西部支所内に移転している。

各教室では学校や家庭と連携しながら、一人ひとりの子どもたちの状況に応じて、学習支援、

集団生活への支援などを行っている。登校に不安を持つ児童や生徒本人だけでなく、保護者向け

の支援も行い、主に教育相談、生活習慣の習得、協調性及び自立心の育成、一人ひとりに応じた

学習の実施、不登校問題の解決などに対応している。

2023（令和５）年12月の市議会定例会において、西条市適応指導教室設置条例を改正し、2024

（令和６）年度から適応指導教室の名称を教育支援教室に変更している。

４　学校現場の業務改善

2018（平成30）年６月に働き方改革一括法が成立し、社会全体として働き方改革の動きが本格

化した。特に学校教育の現場では、以前から教員の長時間労働が問題視され、教員のなり手不足

の大きな要因としてその是正が強く求められていた。

本市でも、2019（令和元）年度から学校現場における業務改善加速事業がスタートした。教職

員の実態を把握し、学校現場の業務効率化及び教職員の意識改革を促し、多忙化の解消、負担感

の軽減及び児童生徒と向き合う時間の確保を図ろうとするものである。具体的な事業内容は、次

のとおりである。

・勤務実態の把握、時間管理の徹底

・教職員の意識改革と学校マネジメント強化研修の実施

・教職員の負担軽減のための先進事例の調査・研究

・スクール・サポート・スタッフの配置など

スクール・サポート・スタッフ（ＳＳＳ）は教員業務支援員とも呼ばれ、プリント・配布物の

印刷、採点・教材作成の補助等の子どもと直接関わらない業務を担当する。2024（令和６）年９

月末時点で、７人のＳＳＳが会計年度任用職員として勤務しており、教員の業務の軽減化に大き

な成果を上げている。

教員の過重労働の中でも大きな割合を占める部活動に関しては、2018（平成30）年11月に、西

条市の部活動の在り方に関する方針を策定した。同方針において、休養日を週当たり２日以上、

少なくとも平日１日、土日１日以上設け、活動時間は２時間程度、休業日及び土日は３時間程度

という基準が示されており、教育委員会では方針の徹底を図っている。

また、前節のＩＣＴ教育の推進での記載のとおり、教職員用グループウェア、統合型校務支援

システムも活用して、業務の効率化・軽減化を推進している。

５　教職員、子どもの心のサポート

(1) ハートなんでも相談員

ハートなんでも相談員は、文字どおり児童生徒の心の悩みなどについて、子ども本人や保護者

が気軽に相談できる存在として、県補助事業の活用や市単独事業により2004（平成16）年度から

中学校に配置し、2007（平成19）年度からは小学校にも配置している。相談員のプロフィールと
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しては、主任児童委員の経験者や教員のОＢ、青少年健全育成関係者などで、会計年度任用職員

として勤務している。

主な活動は相談対応だが、そのほかに不登校傾向や保健室登校の児童・生徒へのサポート、家

庭への相談・支援、教職員の生徒指導研修への助言、生徒指導主事や担任との連携など、多様な

活動を行っている。

2024（令和６）年度において、市内の８小学校、４中学校で計11人のハートなんでも相談員を

配置しており、相談員の活動によって、学校や教師が気づかなかった悩みや心配を抱えた子ども

たちへの相談・支援を行い、学校でのサポート体制を整えている。

(2) スクールカウンセラーとスクールソーシャルワーカー

スクールカウンセラー（ＳＣ）は、学校などの教育機関で心理面での相談業務やサポートに従

事する専門職であり、臨床心理士や公認心理師などの資格の所有者が多い。スクールソーシャル

ワーカー（ＳＳＷ）は、障がいを持つ子どもや学校になじめない子どもなど、学校で弱者的な立

場に置かれがちな児童生徒の福祉を保障する立場から相談業務や教員のサポートなどに従事する

専門職で、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格の所有者が多い。

国では21世紀初頭からＳＣ及びＳＳＷの派遣事業を実施しており、本市でもＳＣについては、

合併前から県へ要請を行い、ＳＳＷについてはウイングサポートセンターの設置に合わせて配置

している。

2024（令和６）年４月時点において、ＳＣ４人、ＳＳＷ１人を市内の小中学校及び青少年育成

センターに配置しており、不登校児童生徒の学校復帰に向けた支援、いじめ問題や家庭での児童

虐待問題への取組などをハートなんでも相談員などと協力し、必要に応じて外部の機関や専門家

などとも連携しながら、個々の事例に応じた対応に努めている。

６　いじめ問題への対応

本市では、ハートなんでも相談員等の派遣による相談体制の充実を図り、学校、保護者、警

察、関係機関等との連携を強化しながら、いじめの防止と対策に当たってきたが、2013（平成

25）年に施行されたいじめ防止対策推進法や、国のいじめの防止等のための基本的な方針を踏ま

えて、いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処のための対策を総合的かつ効果的に

推進し、社会総がかりでいじめ問題に対峙することを目的として、2015（平成27）年10月に、西

条市いじめの防止等のための基本的な方針（以下、本項で「基本方針」という）を策定した。

いじめを、「児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格形

成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある

決して許されない行為である」とし、いじめ問題への対応を、学校における最重要課題と位置付

けた。

2006（平成18）年11月に、いじめの報告として、36校の小中学校において、小学校28件、中学

校４件のいじめを把握し、同年12月まで継続指導をしているものとして小学校17件、中学校２件

として市議会で報告した。その後、各小中学校では一人ひとりの悩みに答えるため、児童生徒を

まもり育てる協議会を設置し、地域ぐるみの対策など、いじめ防止対策を推進するとともに、Ｐ
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ＴＡと連携してリーフレットを作成して、公民館・関係諸機関にも配布した。

また、市が設置するいじめ防止対策組織図を示し、いじめの現場となる学校をはじめ、教育委

員会及び市長部局において、再調査を行った案件は市議会で結果報告をするなど、それぞれが実

施すべき施策を明確にした。基本方針の策定以降、学校ではいじめに対して組織的に対処するこ

とで、いじめ問題の早期発見・早期解決につながり、市教育委員会と学校が連携して対処する体

制も整えている。

さらに、2015（平成27）年度からは、西条市いじめＳＴＯＰ子ども会議、いじめ防止対策連絡

協議会を開催し、活動に具体性を持たせ、特に西条市いじめＳＴＯＰ子ども会議では、児童、生

徒らが話し合いを通じて、いじめ問題に取り組んだ。

2017（平成29）年度には、いじめ防止をはじめ、いじめの早期発見及びいじめへの対処のため

の対策を総合的に、かつ、効果的に推進し、社会総がかりでいじめ問題に対峙することを目的と

して、ハートなんでも相談員、ＳＳＷ及びＳＣの連携による校内指導体制の充実を図った。

2019（平成31）年３月には、基本方針を改定し、いじめ問題への対策強化に取り組んでいる。

１　教育支援委員会

合併前から引き続き設置していた西条市障害児就学指導委員会について、早期からの教育相

談・支援や就学先決定時のみならず、その後の一貫した支援についても助言を行うという観点か

ら、規則を改正し、2015（平成27）年４月から西条市教育支援委員会に改編した。

同委員会の委員は、教育学、医学、心理学その他障がいのある幼児・児童・生徒の支援に関す

る専門的な知識を有する者、関係教育機関の職員、関係行政機関の職員、学識経験を有する者及

びその他教育長が必要と認めた者25人以内で構成し、任期は１年とした。所掌業務は、適切な就

学先の決定を支援するために必要な事項、就学、入級又は通級についての教育相談に関する事

項、諸検査についての実技研修に関する事項、適切な就学及び教育支援の充実を図るための事項

となっている。

２　就学援助（準要保護・特別支援教育世帯）

就学援助制度は、経済的な理由により子どもの学校生活に必要な費用の支払いに困っている保

護者に対して、給食費、学用品等の費用を援助する制度である。対象となるのは、生活保護法に

規定する要保護児童生徒及び要保護児童生徒に準ずる程度に困窮していると認められる準要保護

児童生徒である。準要保護と認める世帯収入の基準については、従来は国の生活保護基準額を用

いていたが、2014（平成26）年度から前年８月以前の保護基準の1.3倍以下に変更となった。

要保護児童生徒については、修学旅行費の全額が援助対象となり、学用品費、校外活動費及び

給食費については生活保護の教育扶助費として支給される。準要保護児童生徒については、学用

品費、通学費、修学旅行費、校外活動費、新入学児童生徒学用品費、給食費及び医療費が援助の

対象となる。
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特別支援教育世帯に対しての就学奨励費として、本市では、国の一部補助を受けて援助を行っ

ている。対象は本市における特別支援学級に在籍している児童の保護者で、援助を希望される

人、又は、通常学級に在籍する障がいのある児童・生徒（学校教育法施行令22条の３に該当）と

している。ただし、要・準要保護等に認定された家庭は対象外とした。

１　青少年育成センター

西条市青少年育成センターは、旧西条市において1963（昭和38）年に西条市青少年補導セン

ターとして開設していた。また、1974（昭和49）年には旧東予市、1976（昭和51）年には旧丹原

町、1983（昭和58）年には旧小松町が、それぞれ補導センターを開設しており、各施設は少年補

導委員や家庭相談員を擁し、非行防止のための街頭補導活動や学習・家庭環境などに関する相談

対応に当たってきた。

合併に伴い、それぞれ西条市青少年育成センターの本部、東予支部、丹原支部、小松支部とし

た。その後、2016（平成28）年４月に丹原支部及び小松支部を廃止し、東予支部を西部分室に名

称変更している。

青少年育成センターの事業は、主に次の二つである。

①　相談業務…同センターでの相談対応のほか、家庭訪問での相談、学校での相談、電話相

　　　談（ヤングテレフォン）を受付。

②　健全育成活動…非行・事故防止のため定期・特別巡回補導活動を実施。また、各地区に

　　　おける地区別懇談会実施の推進、青少年をとりまく環境の点検等を実施。

教育・警察等の関係機関や有識者で構成する運営委員会を設置し、その協議を踏まえながら西

条市青少年健全育成協議会や各種関係機関・団体と連携して、青少年の健全育成に取り組んで

いる。

また、同センター内に教育支援施設（適応指導教室）を開設し、不登校児童生徒への対応等も

行っている。

１　健康診断・就学前健診

就学前の児童に関しては、就学を約１年後に控えた５歳児を対象にして、2015（平成27）年度

から５歳児相談を実施しているほか、就学前年の10月には、就学時健康診断を各小学校において

実施し、保護者向けには子育て学習講座を開催している。

就学後は、合併前から引き続き学校保健安全法に基づく健康診断を毎学年定期的に実施してい

るほか、修学旅行やマラソン大会等のイベントに合わせた臨時健康診断、小児生活習慣病予防検

診等を行っている。併せて教職員に対する検査も実施している。
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２　新体力テスト

新体力テストは、文部科学省が定める国民の運動能力を調査する目的で1964（昭和39）年から

実施していた体力・運動能力調査を1999（平成11）年に大幅改定したものである。

2008（平成20）年度からは、全国の小学５年生と中学２年生全員の体力・運動能力調査を全国

体力・運動能力、運動習慣等調査として実施しており、握力・上体起こし・長座体前屈・反復横

跳び・20メートルシャトルラン（中学２年生は、持久走との選択制）・50メートル走・立ち幅と

び・ソフトボール投げ（中学２年生は、ハンドボール投げ）などの実施調査と、生活習慣や食習

慣、運動習慣などを調査している。

３　部活動、大会

本市の中学校では、体育系・文化系を問わず多様な部活動を展開しており、合併後も引き継い

でいる。特に、ソフトテニス、軟式野球、卓球などの体育系部活動は、地域の大会や県大会に参

加し、成果を上げるとともに、生徒たちは競技を通じて仲間との絆を深め、自己成長を促進して

きた。

(1) 部活動と地域移行

部活動については、2011（平成23）年度の西条市の教育方針において、学校教育の重点目標の

一つに「豊かな心とたくましさを育てる場の設定」を掲げ、その具体化方策の例として、課外体

育・部活動の活性化などによる「体力つくりの推進」を挙げている。

国は2018（平成30）年、スポーツ庁及び文化庁が部活動の在り方に関する総合的なガイドライ

ンを策定し、その後の改定により、休日の部活動の段階的な地域移行を2023（令和５）年度以降

で行うこととした。本市では、2018（平成30）年度の教育方針において「休養日の設定等による

適切な部活動の運営と競技力の向上」という項目を設け、同年11月には、「西条市の部活動の在

り方に関する方針」を策定して、活動時間などの目安を示した。

また、2022（令和４）年12月に国が「学校部活動及び新たな地域クラブ活動の在り方等に関す

る総合的なガイドライン」を示したことを受け、本市は、2023（令和５）年２月に、西条市部活

動地域移行検討委員会を立ち上げ、部活動の地域移行に向けて検討を開始した。その中で、新た

な地域クラブ活動の設立など地域移行への先駆けとなるモデルプランを提示するとともに、中学

校教職員による部活動アンケートなどの実態調査や意識調査を進め、環境の改善につなげている。

(2) アスリートを招いた各種教室

2017（平成29）年のえひめ国体開催について、2004（平成16）年７月に内々定が出たのを受け

て、本市でも選手の競技力向上に向けた取組が始まった。

各種教室の講師については、専門家や元日本代表選手などのトップアスリートを招き、柔道教

室やサッカー教室等を開催してきた。

また、2012（平成24）年からは、市内の指導者・保護者等を対象としたスポーツコンディショ

ニングについての講習会を開催している（５編５章を参照）。
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(3) 各種大会

義務教育に関わる各種スポーツ大会について、合併以前から各市町で行っていたものは、原則

としてそのまま実施している。ただし、統一できるもの、全体で実施した方が効果的なものにつ

いては、新市移行後、速やかに調整した。

小学校では水泳記録会と陸上記録会を実施しており、水泳記録会については、合併時には玉津

小学校、国安小学校、丹原Ｂ＆Ｇ海洋センターで実施していたが、2014（平成26）年から、丹原

Ｂ＆Ｇ海洋センターで一本化して実施している。また、陸上記録会については、旧西条地区、旧

東予地区、旧周桑地区に分かれて実施してきたが、合併後は市内全小学校がひうち陸上競技場に

集まり開催している。

中学校においては、合併前にはそれぞれ旧西条地区、旧東予周桑地区に分かれて実施していた

が、一本化し、市内会場で、総合体育大会及び新人体育大会を実施している。

本市の小中学校等の学校給食は、旧西条市と旧東予市においては各校に単独調理場を持つ自校

方式で、旧丹原町と旧小松町においては共同調理場によるセンター方式で運営しており、合併後

もそれぞれの方式を引き継いだ。

１　西条市学校給食運営検討委員会

自校方式25校と給食センター（共同調理場）２か所の運営により、小学校25校、中学校10校、

幼稚園１園に給食を提供してきたが、稼働する27施設のうちのほとんどにおいて設備の老朽化が

著しく、維持管理が困難になってきていた。

そこで、2019（平成31）年１月に学校関係者、有識者、市民代表などで組織する西条市学校給

食運営検討委員会を設置し、学校給食に係る施設整備や運営上の課題について検討に入った。

同年12月、同委員会では西条市学校給食の在り方についての意見をまとめ、次の５方針を示した。

①　安全で安心な学校給食

②　栄養バランスのとれたおいしい給食

③　食育・地産地消の推進

④　働く人の環境に配慮した施設整備

⑤　将来にわたる安定かつ効率的な給食体制の構築

食の安全に向けてより厳しい衛生管理が求められる中、本市の学校給食施設は、ドライ方式の

施設は２か所で、残りの25施設は、作業の工夫によって、できるだけ床を濡らさないドライ運用

で対応していた。さらに、食物アレルギーへの適切な対応が求められる中で、既存の施設、人員

体制ではその対応には限界があると考えられた。

そのため、今後の施設に関して、単独調理場（自校方式）と共同調理場（センター方式）を検

討した結果、単独では建て替えのコスト、過大な人的負担面などから継続は困難であり、ある程

度の規模での施設の集約は必要との結論を出すに至った。
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２　西条市学校給食基本構想

西条市学校給食運営検討委員会での検討結果を受けて、2020（令和２）年３月、西条市学校給

食基本構想を策定した。基本構想では前述の５方針を確認・整理するとともに、次の３点を学校

給食の目標として示した。

①　安全・安心で栄養バランスを考慮した、おいしい給食の提供を目指す。

②　衛生管理体制の強化を図り、作業効率の高い施設・調理体制の整備を目指す。

③　食育の推進や地産地消の取組など、学校給食の充実を図る。

施設整備の方向性については、老朽化した学校給食施設を順次統合し、段階的に集約を進め

て、将来的には市内数か所の共同調理場へ統合を目指すこととした。

３　西条市給食施設整備基本計画

西条市学校給食基本構想の実現のため、2021（令和３）年５月に西条市給食施設整備基本計画

を策定した。同計画は、市内２か所に中規模給食センターを新設して、最終的には自校方式を全

廃してこの２か所に集約する計画で、次のように段階的に進めるとしている。

第１段階として、東部にセンターを新設し、ドライ方式整備済みの神拝小学校を除く西条地域

の小中学校12校を集約する（神拝小学校給食室は、平成16年度に491㎡で新築）。

第２段階として、西部にセンターを新設し、ドライ方式整備済みの東予東中学校を除く東予地

域の小中学校11校、小松学校給食センター、丹原学校給食センターを集約する。

将来的には、神拝小学校、東予東中学校についても、施設の老朽化や児童生徒の減少を勘案

し、２か所の給食センターに集約する。

４　西条市立東部学校給食センターの整備

東部学校給食センターの施設整備については、本市が目指す「安全・安心で栄養バランスの取

れたおいしい学校給食」を、持続可能で安定的に提供するため、ＰＦＩ方式で事業を実施するこ

ととし、2022（令和４）年10月28日に（仮称）西条市東部給食センター整備・運営事業要求水準

書をまとめた。事業を実施する民間事業者の募集及び選定を行うに当たり、本市が事業者に要求

する業務のサービス水準を示したものである。

本市の要望を高いレベルで伝えるため、適用される53の法令、愛媛県や本市の給食に関する基

準や学校給食における食物アレルギー対応指針、西条市のアレルギー対応マニュアルなど、アレ

ルギー対応についても示した。

2023（令和５）年６月29日には、㈱西条東部給食ＰＦＩサービスとの間で、新しい給食セン

ターの建設及び運営に関する事業契約を締結した。契約期間は2040（令和22）年８月31日まで

で、契約金額は59億787万9,530円である。建設地は、西ひうち緩衝緑地で、延床面積は2,528.95

㎡。新しい給食センターの特長としては、次の点が挙げられる。

①　安全安心…国際的な衛生管理基準（ＨＡＣＣＰ）に基づく施設整備を行い、給食調理の

　　　安全性を確保する

②　アレルギー対応…専用のアレルギー対応調理室を設置し、代替食などこれまでより細か

　　　な対応を行う。
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③　食育…調理場を見渡せる見学スペースや親子で使える調理実習室を整備する。

2025（令和７）年９月の供用開始を目指し、2024（令和６）年４月から（仮称）東部給食セン

ター建設工事を開始し翌年３月に完成した。

５　学校給食における食物アレルギー児童生徒への対応マニュアル

近年、食物アレルギーを持つ児童生徒数は増加傾向にあり、症状も複雑化する傾向にある。本

市では、2015（平成27）年３月に文部科学省から出された学校給食における食物アレルギー対応

指針に基づいて、2017（平成29）年１月に学校給食における食物アレルギー児童生徒への対応マ

ニュアルを作成し、2020（令和２）年12月に改定した。

東部学校給食センターにおけるアレルギー対応については、更にアレルギー対応マニュアルの

改訂を行うこととして検討しているが、食物アレルギー専用の調理室の設置、専門の調理員の配

置、アレルギー専用食器などの使用や、配送時の受け渡しシステムの構築や学校との連携強化を

行い、安全面に最大限に配慮した対応を実施することとしている。

６　地産地消の取組

食育の一環として、学校給食における地産地消を推進するため、合併前の一部の市で実施して

いた地元産米（市内産の米）と地域産米（県内産の米）の購入費の差額に対する補助を2005（平

成17）年度から市内全域で実施した。その後、2014（平成26）年度からは、地元農産物の購入費

に対する補助に対象を拡大した。

なお、2019（令和元）年度からは、地元産米と地域産米の金額差が無くなったことから、米の

購入費差額に対する補助は終了している。

７　全国学校給食甲子園

食育は子どもたちの健やかな成長のために重要であり、その中心にある学校給食の質を向上さ

せることを目的として、2006（平成18）年から全国学校給食甲子園（主催・認定ＮＰＯ法人21世

紀構想研究会）が開催されている。給食に携わる全国の栄養教員及び調理員等が参加し、地域の

産物を使った学校給食の料理を競い合う大会で、本市の給食担当者も参加し、数々の賞を受賞し

ている。

2017（平成29）年12月に開かれた第12回大会では、神拝小学校の栄養教員と調理員のチームが決

勝大会に進出し、特に優れた調理技術を発揮したチームに与えられる藤江賞（優秀賞）を受賞した。

2019（令和元）年12月の第14回大会では、同じく神拝小学校の栄養教員、調理員が決勝大会に

進出し、女子栄養大学特別賞を受賞した。

2020（令和２）年12月の第15回大会では、コロナ禍で、献立部門は書類審査、食育授業はＺｏ

ｏｍとＹｏｕＴｕｂｅによる動画の審査を行うという異例の決勝大会となったが、大町小学校の

栄養教員が、最も優れた食育授業を行った栄養士に贈られるキッコーマン食育授業最優秀賞を受

賞し、また、献立部門でも藤江賞（優秀賞）を受賞した。

2021（令和３）年12月の第16回大会は、前回同様、書類と動画の審査となったが、玉津小学校

の栄養教員が食育授業で食育授業優秀賞、献立部門で優秀賞を受賞した。
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１　本市の高等学校

現在、市内には、次の県立高等学校５校が所在している。

①　県立西条高等学校…1896（明治29）年、愛媛県尋常中学校東予分校として創立。現在、

　　　全日制と定時制があり、全日制は普通科・国際文理科・商業科の３学科、定時制は普通科

　　　の１学科。2018（平成30）年４月に、文部科学省からスーパーサイエンスハイスクール

　　　（ＳＳＨ）の指定を受け、大学や地域、地元企業と連携し、課題研究等に取り組んでいる。

　　　また、2023（令和５）年４月には、ＳＳＨⅡ期の指定を受けている。

　　所在地：明屋敷234

②　県立西条農業高等学校…1919（大正８）年創立。現在、食農科学科、環境工学科及び生

　　　活デザイン科の３科。地域に根ざし地域と連携した農業教育を推進しており、2005（平成

　　　17）年度から千町地区の棚田再生プロジェクトに取り組んでいる。

　　所在地：福武甲2093

③　県立東予高等学校…1962（昭和37）年、県立壬生川工業高校として創立。現在、機械科、

　　　電気システム科及び建設工学科の３科。地域と連携した実践的なものづくり教育を実践し

　　　ており、高校生ものづくりコンテスト等で全国大会優勝４回、準優勝３回、全国大会出場

　　　多数（平成28年以降）の成績を収めている。

　　所在地：周布650

④　県立小松高等学校…1907（明治40）年、小松町立実用女学校として創立。現在、普通科

　　　及びライフデザイン科の２学科。2019～2021（令和元～３）年度には、文部科学省から、

　　　地域との協働による高等学校教育改革推進事業（プロフェッショナル型）の指定を受け、

　　　生活文化の伝承と多世代交流、共生のまちづくりに貢献する人材の育成の研究に取り組

　　　んだ。

　　所在地：小松町新屋敷乙42-1

⑤　県立丹原高等学校…1901（明治34）年創立の周桑郡立農業補習学校と1920（大正９）年

　　　創立の周桑郡立周桑高等女学校を前身とする。現在、普通科及び園芸科学科の２学科。地

　　　域資源を活用した探究型学習を展開しており、2019（令和元）年８月に、台湾にある日本

　　　食高級スーパーの裕毛屋において、同校で栽培しグローバルＧＡＰ認証を取得したブドウ

　　　などを店頭販売する研修を実施した。

　　所在地：丹原町願連寺163

市内の高等学校数・生徒数等の推移は、図表11-３-１のとおり、高等学校卒業者の進路は図表

11-３-２のとおりである。
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図表11-３-１　市内の高等学校数・生徒数等の推移

図表11-３-２　高等学校卒業者の進路
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なお、今治精華高等学校通信課程西条学習センターが、2016（平成28）年４月に当時の西条市

産業情報支援センター内に会議室を借りる形で新設された。その後、産業情報支援センターの施

設解体に伴い、2022（令和４）年４月から場所を移し通信教育を行っている（所在地：神拝甲

130-2）。

２　西条市中・高校長連絡会

現在、本市の中学生の主な高校への進学エリアは、西条市、今治市及び新居浜市となってい

る。合併以降、本市の10中学校と５高等学校は、西条市中・高校長連絡会を設置し、毎年、継続

的に意見交換や情報交換などを行い、連携を深めてきた。
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愛媛県教育委員会は、2021（令和３）年度に中学１・２年生を対象に、魅力ある学校づくり推

進事業におけるアンケートを行った。この結果、進学先の高校を選択する判断材料として、就職

や進学の実績を重視する生徒が最も多いことが分かった。続いて、学科やコースの内容、通学の

利便性、部活動の充実が挙げられている。

中学校と高等学校の連携は、市内の高等学校への進学促進の上でも重要である。西条市内各高

等学校では、中学校への教員派遣による出前授業や体験入学の受入などを行い、学校の良さをＰ

Ｒするとともに、生徒たちの関心を醸成する活動に取り組んでいる。

３　市内県立高校再編の動き

2008（平成20）年に県が策定した愛媛県立学校再編整備計画では、東予高校普通科の募集停

止、西条高校定時制課程の募集停止などが盛り込まれていた。これに沿って東予高校の普通科は

2011（平成23）年に募集停止となった。しかし、西条高校定時制課程については、定時制が勤労

青年や進路変更生徒、年配者の学び直しなど多様なニーズに応えていることから、募集停止は見

送られた。

その後も県立高校再編の議論は続けられたが、本市としては再編ありきではなく、あくまでも

生徒や保護者が求める教育を推進することを目指した。

2022（令和４）年３月、愛媛県立学校振興計画検討委員会によって愛媛県県立学校振興計画が

策定された。県立高等学校55校を44校に再編する内容である。その中で、小松、東予、丹原の市

内３高等学校を再編し、周桑高等学校（仮称）と西条産業科学高等学校（仮称）に統合する方針

が示された。この方針が発表されると、卒業生による小松高校の校名存続運動なども起こった。

2024（令和６）年４月には、統合される高校の生徒による投票などを踏まえた上で、新設校の

校名は小松高等学校と東予総合高等学校に決定され、３校は2027（令和９）年度までに統合が予

定されている。

新生小松高校は、普通科の文理探究コース、教員養成コース、社会共創コースと、本県初の理

数情報科という特色ある学科編成を予定している。

東予総合高校は、東予高校の校地に設立し、本県初の農業科、工業科、家庭科、総合学科の複

数学科が連携した教育を推進する高校となる予定である。
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１　西条市奨学金貸付制度

新市誕生後、旧西条市の奨学金の制度を新市の全域に拡大して実施することとなった。

保護者が本市在住で、他の奨学金を受けることができず、経済的理由により高校修学、大学修

学が困難な者を対象に、奨学金を無利子で貸与している。

高等学校奨学金にあっては、支度金を３万円以内、修学金を月額１万円以内、大学奨学金に

あっては、支度金を30万円以内、修学金を月額３万円以内としている。

合併後の西条市奨学金貸付制度の推移は、図表11-３-３のとおりである。

図表11-３-３　合併後の西条市奨学金貸付制度の推移

２　その他

大学の医学部（自治医科大学除く）で医学専攻の学生を対象に、将来医師として本市が指定す

る医療機関に勤務しようとする者に貸与する西条市医師確保奨学金貸付制度などを設けている

（詳細は５編４章２節を参照）。
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１　社会教育の経緯

本市では、市民の生涯学習や地域活動の活動拠点である公民館や図書館など各社会教育施設を

引き継ぐとともに、老朽化した施設の新築・改築等を行いながら学習環境の充実に努め、市民の

自主性・主体性を生かした地域密着型の生涯学習の推進、教育力の向上に取り組んでいる。

公民館の整備については、2005（平成17）年に橘と西条の２公民館を、2008（平成20）年に丹

原と石根の２公民館を、2010（平成22）年に大町公民館を、2019（令和元）年に氷見公民館を、

それぞれ新築又は改築するとともに、各施設にエレベータ設備や ＦｒｅｅＷｉ－Ｆｉ設備を設

置するなど、施設の機能拡充を図った。

公民館活動については、原則、合併前の状況を引き継ぎ、公民館単位で行われていた各種講座

に関しては、地域の独自性を残すとともに、2006（平成18）年から公民館フェスティバルとして

統一的な取組も開始し、市民の一体感の醸成を図っている。また、文化講演会等については、多

人数の集客が可能な２か所の文化会館と中央公民館を活用しながら効率的な開催を行っている。

図書館については、2009（平成21）年に懸案となっていた新たな西条図書館を整備するととも

に既存施設を改修して丹原図書館を整備し、旧市町４地区全てに図書館施設を配置している。

また、旧西条図書館敷地には、2013（平成25）年に五百亀記念館を整備し文化芸術や地域交流

の活動施設として活用を図っている。

文化施設に関しては、西条市総合文化会館と丹原文化会館を引き継ぎ、2006（平成18）年から

指定管理者制度を導入し、効率的な運営を図っている。

歴史文化に関しては、旧東予市において調査を行っていた永納山城跡が2005（平成17）年に国

史跡に指定されたことを受け、史跡の保存活動やその活用が活発化している。

偉人顕彰については、合併時、取り組んでいた十河信二顕彰がきっかけとなり近藤篤山、伊藤

五百亀、松木幹一郎、佐伯勇など旧市町を含めた全域での先人顕彰につながり、進化を遂げて

いる。

詳細については後述のとおりである（歴史文化に関しては11編５章参照）。

１　西条市市民大学

市民の高度で専門的な学習要望に応え、生涯学習の新しい機会を提供するため、合併前の市町

で実施していた事業を引き継ぎ、市民大学を2021（令和３）年度まで開設した。各講座は年５～

６回の内容で構成し、８割以上出席によりその講座の単位を取得できる。10単位取得すると卒業

を認定し、学長（市長）が卒業証書を授与している。
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延べ
受講者数
（人）

2022（令和４）年度からは、より地域に密着した講座を実施するため、伝統文化、歴史、特産

品、自然、環境、偉人等をテーマとしたふるさと再発見講座を開催し、講座の様子をＹｏｕＴｕ

ｂｅで配信するなど、より多くの方に地域を知ってもらうことに注力した事業展開を行っている。

市民大学講座の実施状況は図表11-４-１のとおりである。

図表11-４-１　市民大学講座実施状況

２　文化講演会

合併前の市町で実施していた事業を引き継ぎ、歴史、文学、芸術、健康、生き方など様々な

テーマの文化講演会を2018（平成30）年度まで開催した。同講演会は、西条市市民大学の卒業記

念としても開催した。

合併後に行われた文化講演会は図表11-４-２のとおりである。
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図表11-４-２　文化講演会一覧

３　二十歳の集い（成人式）

成人式は、合併前、各市町で実施していたが、合併後は地区を分けて２か所で実施している。

成人の日の前日に西条地域は総合文化会館で、東予・丹原・小松地域は丹原文化会館で式典を開

催している。

2022（令和４）年から民法改正により成人年齢が18歳となったが、本市では式典の対象年齢は

20歳としており、式典の正式名称を2023（令和５）年から「二十歳の集い」と改めている。

2021（令和３）年は新型コロナウイルス感染症流行のため、オンラインで成人式を行った。

2022（令和４）、2023（令和５）年は三密対策を徹底し、時間を短縮しての開催となったが、

2024（令和６）年にはオープニングアトラクションなどが復活し、華やいだ祝典となった。
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１　公民館の運営体制

合併に伴い各市町の各地区に設置していた地区公民館を引き継ぎ、東予市中央公民館は新市の

中央公民館とした。その後、施設の老朽化等により施設の新築や増築を行いながら、公民館機能

の向上を図っている。現在、管理・運営している公民館は、１中央公民館、28地区公民館となっ

ている。

地域自治組織の設立・運営支援のため、現在７つの公民館に地域づくり支援員を配置している

ほか、地域の実情に応じた職員体制とし、専門研修も実施している。また、地域住民の構成によ

り、各公民館の事業計画などを審議し、運営を手伝う公民館協力委員会を地区公民館に設置し、

公民館事業を通した地域ネットワークの強化に努めている。

2021（令和３）年９月から順次、市内の公民館にＦｒｅｅＷｉ-Ｆｉを導入しており、2025

（令和７）年３月現在、市之川公民館を除く28公民館に設置している。

各公民館の設置状況の推移は図表11-４-３、公民館利用者数の推移は図表11-４-４のとおりで

ある。

図表11-４-３　公民館の設置状況
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図表11-４-４　公民館利用者数の推移

２　西条市公民館フェスティバル

市内29の公民館で活動する各種サークルが一堂に会して開催するフェスティバルで、2006（平

成18）年度から2020（令和２）年度まで開催した。舞台発表、体験コーナー、作品展示の３部門

の構成となっており、舞台発表では、民謡、獅子舞、日本舞踊、フラダンス、バンド演奏、銭太

鼓などのサークルが、日頃の活動成果をステージで披露した。体験コーナーでは、一般市民が手

軽なアート作品や軽スポーツに挑戦していた。

他地域の良さを知り、地域間の交流を深めるなど、市民の融和と一体感の醸成に寄与するとい

う所期の目的を達成できたことから、2020（令和２）年度で終了した。

公民館フェスティバルの開催状況は、図表11-４-５のとおりである。
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図表11-４-５　公民館フェスティバルの開催状況

１　概要

本市の市立図書館における大きな出来事としては、2009（平成21）年６月１日に西条図書館と

丹原図書館が開館したことが挙げられる。合併時から引き継いだ東予図書館、小松温芳図書館を

加え市内で４図書館を持つこととなった。これに伴い、共通で使うことができる新しい図書館利

用カードの運用を開始し、各館で借りた図書資料は４館どこへでも返却することが可能になっ

た。両館の開館に併せて、国際ソロプチミスト西条から、市内４図書館や学校との連携を推進す

るため、軽自動車「さくら号」が寄贈された。

市内４図書館では、乳幼児や小学生を対象にボランティアが読み聞かせをする「おはなし会」

を毎月開催しているほか、子供向け英語教室、各種講座・講演会などを実施している。毎月、館

ごとに図書館だよりを発行しており、館内やホームページで図書館行事や新刊情報など図書に関

する様々な情報を得ることができる。

2020（令和２）年４月から管理体制の見直しを行い、開館時間と休館日を変更した。

・開館時間：西条図書館　午前９時30分から午後８時30分（図書館部門）

　　　　　　東予・丹原・小松温芳図書館　午前10時から午後６時

・休館日：これまで東予が月曜日、丹原が金曜日、小松が水曜日であったのを

月曜日（東予・小松温芳）と火曜日（西条・丹原）に２館毎の休館日に変更した。

市内４図書館の利用人数の推移は図表11-４-６のとおりである。
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図表11-４-６　市内図書館の利用人数の推移

２　西条図書館

本市の中枢的な図書館である西条図書館は、合併前の2003（平成15）年８月に新図書館構想策

定委員会を発足させ、その答申を受けて2005（平成17）年10月に基本計画を策定、2006（平成

18）年８月に基本設計が完成した。2008（平成20）年４月に着工し、竣工した2009（平成21）年

２月には同図書館の愛称を公募し、市内外から寄せられた1,310点の中から「望館～山・川・人

～」を選定した。

蔵書規模約40万冊は県下でも最大規模で、自動化書庫システムは四国で初めて導入しており、

隣接の公園やアクアトピア水系と連動し、市民の憩いの場やひとづくり・まちづくりの拠点とし

ての役割を担っている。

なお、1971（昭和46）年建設の旧西条図書館は新西条図書館建設後に取り壊し、跡地には現

在、五百亀記念館を整備している。

2022（令和４）年度にはＳＤＧｓの普及啓発及び理解促進を目的として、地方創生、地域資

源、企業・経営、生物多様性など、ＳＤＧｓに関係する幅広い分野の書籍を集めたＳＤＧｓ特設

コーナーを設置するなど、時代に合わせた試みも進めている。

３　丹原図書館

2008（平成20）年に実施計画を策定し、同年９月に丹原総合支所の３階で着工した。2009（平

成21）年６月の開館時は約３万1,600冊の蔵書であったが、現在は５万冊を超えている。地域の
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特性を活かして「食・農」に関係する図書の充実を図っており、推薦書が気軽に読めるブラウジ

ングコーナーがあることも特徴である。

４　東予図書館

東予郷土館を併設しており、飼育室でカブトガニを飼育している。絨毯を敷いており、靴を脱

いで利用するお話しコーナー、研修室や視聴覚室などもある。

５　小松温芳図書館

創設者、一柳春二氏の私設図書館として1937（昭和12）年に開設された。現在の建物は1995

（平成７）年に旧明勝寺跡地に旧小松町が新築したものである。館内は全てバリアフリーとなっ

ており、郷土資料室には小松藩の関係資料や小松史談会の資料などが充実している。

６　移動図書館車カワセミ号

交通の不便さなどによって図書館に来館できない人々などを対象に、学校や公民館、集会所な

ど市内各所を定期的に巡回し、図書の貸出を行う移動図書館車で、市内図書館の利用カードを

持っていれば利用することができる。1993（平成５）年に旧西条市で導入し、2005（平成17）年

に丹原地区と小松地区で、2009（平成21）年に東予地区でも利用できるようになった。2016（平

成28）年４月に新車両に更新した。

７　西条市電子図書館

インターネットに接続したパソコンやスマートフォンで24時間、いつでもどこでも電子資料が

閲覧可能な電子図書館の運用を2021（令和３）年度に開始した。折からのコロナ禍で、学校が臨

時休校になっても、子どもたちが自宅で安心安全に読書を楽しめると好評を得た。開館時コンテ

ンツ数は約1,700点だったが、2024（令和６）年４月１日現在では11,783点である。
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電子図書館のホームページでは貸出しランキングや今月のおすすめ本、新着資料などを紹介し

ており、ジャンルの選択やフリーワード検索ができる仕組みになっている。

2023（令和５）年３月に策定した西条市子ども読書活動推進計画では、基本目標の一つに「多

様な子どもたちへの読書機会の確保を挙げ、「西条市電子図書館を活用したアクセシブルな電子

書籍や書籍（点字図書）等を整備し、視覚障がいのある子ども等、多様な子どもたちの可能性を

引き出すための読書環境の整備に努める」としている。電子図書館には文字の拡大表示や音声読

み上げ機能があり、これらを効果的に活用することで、視覚障がい等のある子どもたちの読書機

会の確保につながることが期待されている。

８　西条市子ども読書活動推進計画

2001（平成13）年に子どもの読書活動を国を挙げて支援する子ども読書活動推進法が制定さ

れ、翌年に子どもたちが読書に親しむ機会を増やすための基本的な方針が示された。これを受け

て、地方自治体においても、子ども読書活動推進計画の策定に努めることとなり、本市では2018

（平成30）年に2022（令和４）年度までを計画期間とする西条市子ども読書活動推進計画を策定

し、子どもたちの読書環境の整備などに努めてきた。具体的には、ブックスタートやそのフォ

ローアップ事業、学校図書館と地域の連携などの取組を行っている。また、学校図書館の地域開

放を行うほか地域住民や企業・団体から小学校への図書の寄贈も行われている。

2023（令和５）年には第１次計画での成果や課題の整理・検討に加え、新型コロナウイルス感

染症の拡大やＧＩＧＡスクール構想による学校のＩＣＴ環境の整備などの環境の変化を踏まえ

て、2027（令和９）年度までを計画期間とする第２次西条市子ども読書活動推進計画を策定した。

市内４図書館では、地域に密着した読書活動の拠点として、児童図書の充実を図り、各館での

お話し会の開催や絵本の特集コーナー、ヤングアダルトコーナーの設置など、全ての子どもたち

や保護者へ読書に関するサービスを提供するとともに、親子で読書に親しむ環境づくりに取り組

んでいる。

１　社会教育施設の再編など

公民館、図書館及び文化会館を除く社会教育施設については、合併時の２市２町において、そ

れぞれ特色ある施設を設置し運営しており、合併後も、原則、それを引き継いでいる。その中

で、新図書館の整備により廃止となった旧西条図書館跡地には新たに五百亀記念館を整備した。

また、西条市こどもの国については、西条市ひと・夢・未来創造拠点複合施設（ＳＡＩＪＯ Ｂ

ＡＳＥ）として再編整備している。
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(1) 五百亀記念館

本市出身の彫刻家、伊藤五百亀氏の作品や生涯を紹介する美術館として旧西条図書館跡地に整

備し、2013（平成25）年８月に開館した。2020（令和２）年４月から指定管理者制度を導入して

おり、第１期：2020～2022（令和２～４）年度、第２期：2023～2027（令和５～９）年度、いず

れも公益財団法人愛媛民芸館が指定管理者になっている（伊藤五百亀については11編５章７節を

参照）。

(2) 西条郷土博物館

西条藩にまつわる資料や田中大祐氏が蒐集した貴重な鉱物資源及び生活道具類などを幅広く展

示する総合博物館。1953（昭和28）年に開館し、1964（昭和39）年に文部省から博物館相当施設

の指定を受けた。現在の建物は日本建築学会大賞や毎日芸術賞を受賞した浦辺鎮太郎氏の設計に

より、1967（昭和42）年に整備した。

2013（平成25）年に五百亀記念館整備のため、郷土博物館南の倉庫を解体し、五百亀記念館ま

での遊歩道を設置した。2020（令和２）年４月から指定管理者制度を導入しており、第１期：

2020～2022（令和２～４）年度、第２期：2023～2027（令和５～９）年度、いずれも公益財団法

人愛媛民芸館が指定管理者になっている。

(3) 小松温芳図書館郷土資料室

小松温芳図書館の２階にあり、小松藩会所日記など、古代から近世まで、旧小松町の歴史資料

や文化財を収蔵・展示する資料室で、1995（平成７）年に開館した。

2018（平成30）年には企画展示室を改修している。

(4) 佐伯記念館・郷土資料館

丹原町出身の実業家、佐伯勇氏の遺品を中心に館蔵品などを展示する資料館で、1987（昭和62）

年に開館した。会議室も備えている（佐伯勇については第11編第５章第７節　先人顕彰参照）。
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(5) 東予郷土館

生きたカブトガニやカブトガニに関する資料、東予地区の歴史資料、鏝絵や民具を幅広く収蔵

する資料館で、1988（昭和63）年に開館した。

2023（令和５）年に第２展示室の常設展示を東予地区の歴史から西条ゆかりの偉人に更新し、

特別展示室（和室）に永納山城跡に関する展示を開設した。手すき和紙体験室や民具室もあり、

東予市の歴史と文化に関する冊子も発行している。

本市の東予地区海岸一帯は1949（昭和24）年にカブトガニ繁殖地として県の天然記念物の指定

を受けた。しかし、環境汚染や海岸の埋立てなどの影響により、高度経済成長期以降、その数は

次第に少なくなり、1980年代（昭和55年～昭和64・平成元年）にはほとんど姿を見ることができ

なくなってしまった。1989（平成元）年にカブトガニの保護を目的とする「東予市カブトガニを

守る会」が結成され、河原津海岸を中心に幼生放流などの活動を始めた。

同会は2004（平成16）年11月の合併に伴い「四国カブトガニを守る会」に名称を変更した。

2007（平成19）年に地域づくり総務大臣表彰、2017（平成29）年に緑綬褒章を受章するなど、同

会の活動は全国的に高い評価を得ている。本市では同会の協力のもと、東予郷土館を拠点とし

て、幼生放流、カブトガニ探検隊、幼生飼育ボランティア、カブトガニふれあい教室、河原津海

岸の清掃などの活動を行っている。

(6) 丹原ふるさと歴史館

西条地域（主に旧西条、旧丹原地域）の民俗資料約1,500点、丹原町出身の岩石研究家、玉井

粛一氏の収集した岩石標本241種類などを展示する資料館で、2002（平成14）年に開館した。

2016（平成28）年に常設展示を丹原地区の歴史から昔の民具の展示に更新したが、2024（令和

６）年３月31日をもって閉館した。閉館後は文化財の収蔵庫として使用している。

(7) 考古歴史館

八堂山遺跡から出土した遺物などを展示する資料館で、1991（平成３）年に開館した。考古学

関連図書も所蔵している。
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(8) こどもの国

子供たちの宇宙や科学への関心を高めるために旧西条市において整備した社会教育施設で、

1984（昭和59）年８月に開館した創作館と、1986（昭和61）年11月に開館した展示館、プラネタ

リウム館で構成され、開館時間は午前８時30分～17時、月曜・祝日の翌日・年末年始休館、入場

料はプラネタリウム館のみ有料であった。

・展示館…西条祭りの資料を中心に広く日本の祭りの資料を展示。

・創作館…小学生以下の子どもたちとその保護者の自由な遊び場。ゆうぎ室や図書館なども設

　　置しており、各種体験教室も開催していた。

・プラネタリウム館…直径12ｍのプラネタリウムで様々な星空を映し出し、映像を楽しみなが

　　ら天体を学ぶことができた。平日は２回、日曜祝日は４回の投影を行っていた。

2004（平成16）年度の入館者は８万人以上を記録するなど、市民に親しまれていた施設だが、

老朽化が進んだことから公共施設再編の対象として用途変更を行い、産業情報支援センターと市

民活動支援センター機能を移転し、ひと・夢・未来創造拠点複合施設として再編整備することと

なった。

2020（令和２）年度末に全館を閉館し、2022（令和４）年７月１日、幅広い市民等の交流と

チャレンジの創出拠点「ＳＡＩＪＯ　ＢＡＳＥ」としてリニューアルオープンした。プラネタリ

ウムも新施設に引き継いでいる（３編１章８節参照）。

２　生涯学習の館

子どもからお年寄りまで、多彩な利用が可能な本市の生涯学習の中核施設として、1995（平成

７）年に開館した。様々な電動工具を設置した工房、防音設備のある音楽室、アトリエなどがあ

り、工芸、絵画や美術関係の練習の場として、音楽、人形劇や演劇、ダンスなどの芸術活動の場

として利用できる。木工創作教室や絵画教室、中高年向けピアノ教室も実施している。

各施設の利用状況は図表11-４-７のとおりである。
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図表11-４-７　社会教育施設の利用状況

社会教育団体を支えることは、地域住民を育てるとともに、地域力を向上させ、地域コミュニ

ティの持続的発展につながることから、本市では婦人会、ＰＴＡ、愛護班、文化協会、ボーイス

カウトなどの団体に活動補助金を交付するとともに、各種事業を共催・後援するなど、組織の円

滑な運営や活動の支援を行っている。

１　婦人会

西条市連合婦人会は、福祉・男女共同参画推進・環境問題・防災・家庭教育子育て支援・学校

協働活動など、幅広い分野の課題や問題点の改善に取り組んでいる。市では西条市連合婦人会補

助金交付要綱に基づき、補助金を交付している。

合併時、西条、東予、周桑の３地域連合があり、23地区婦人会が結成されていたが、会員数の

減少や高齢化が進み、活動が困難となったこと等により解散や脱会、休会が相次ぎ、現在は２地

区連合、12地区婦人会が活動を行っている。2024（令和６）年５月現在の会員数は4,571人と

なっている。

西条市連合婦人会における団体数の推移は図表11-４-８のとおりである。
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図表11-４-８　連合婦人会　団体数の推移

２　愛護班

愛護班は学校や地域などで青少年の健全育成を目的とした組織で、社会奉仕活動や事故防止活

動、青少年のスポーツ活動や交流体験活動などを推進しており、市では西条市愛護班活動費補助

金交付要綱に基づいて補助金を交付している。

合併時、東予、丹原、小松の３地域連絡協議会があり、16地区で愛護班活動を行っていた。

2013（平成25）年に丹原地域、2023（令和５）年に東予地域及び小松地域の連絡協議会が解散

し、西条市愛護班連絡協議会に統一され、現在、これに属する11地区85単位愛護班が活動を行っ

ている。

同連絡協議会では、研究大会や親子ふれあいスポーツ大会、親子ふれあい交流体験学習会、凧

あげ大会などを実施している。2024（令和６）年５月現在の班員数は1,933人となっている。

愛護班連絡協議会の団体数推移は図表11-４-９のとおりである。
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図表11-４-９　愛護班連絡協議会　団体数の推移

３　ＰＴＡ

２市２町の合併に伴い、ＰＴＡ連合会においても合併後の組織と運営を協議する必要が生じた

ため、各連合会から代表者を選出し、2003（平成15）年２月24日に第１回目の会合が開かれた。

その後、定期的に合併に向けての検討と準備が行われ、ＰＴＡの連絡調整を図り、会員の子育て

に対する意識と教養の向上に努め、児童生徒の健全育成を推進することを目的に、2005（平成

17）年に新市の西条市ＰＴＡ連合会が設立された。

同連合会は、ＰＴＡ大会、親睦球技大会、親子ふれあい交流体験、広報誌の発行、各種会議や

講演会への参加など幅広い活動を展開している。

本市では、ＰＴＡ連合会活動費補助金交付要綱に基づいて、補助金を交付している。
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４　ボーイスカウト

本市では３団体が日本ボーイスカウト愛媛県連盟に加入しており、ボーイスカウト西条地区と

して３団体合同での活動も行っている。2008（平成20）年７月には、西条第11団が道路環境の美

化活動により国土交通省の功労者事務所長表彰を受賞した。本市も活動に協力しボーイスカウト

説明会や一日体験などの支援を行っている。

①　西条第６団

　・主な学校区　神拝小学校、大町小学校、神戸小学校

　・集会場所　神拝公民館、西条市総合福祉センター、武丈公園

　・主な活動　しまなみサイクリング、夜間ハイキング、いもたき、団キャンプほか

②　西条第11団

　・主な学校区　飯岡小学校、玉津小学校、西条小学校

　・集会場所　玉津公民館ほか

　・主な活動　玉津校区区民運動会奉仕、小学校文化祭奉仕、愛ロード緑化活動ほか

③　西条第12団

　・主な学校区　丹原小学校

　・集会場所　丹原公民館

　・主な活動　プランター花植え美化活動、老健施設訪問、交通安全アピール活動ほか
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アコースティック

本市では、「西条市の教育基本方針」の社会教育における重点目標「地域に根差した市民文化

の振興」の中に「団体育成と芸術文化の振興」を掲げ、下記のような取組を進めている。

・芸術文化活動への参加促進

・コーラス、ミュージカルなど若者の芸術活動の支援及び人材育成 

・各種講演会、市民芸術文化祭等の開催及び支援

・芸術文化鑑賞機会の拡充

・芸術文化団体への支援

これらの活動の中核を担っているのが、西条市総合文化会館と丹原文化会館である。両館とも

合併前の旧西条市、旧丹原町から受け継いだ施設である。主な事業としては、市民等による自主

的な文化芸術活動や会議の場を提供する貸館事業と、自らコンサートや演劇などを企画・主催す

る自主文化事業が柱となっている。有名アーチストの公演等鑑賞型の自主文化事業だけでなく、

市民が芸術活動に関心を持ち、参加できる機会の創出や、地域に根ざした文化芸術活動を支援し

育てていくことを目的とした、市民参加型の自主文化事業を実施している。自主文化事業は合併

前から、市民参加型の事業は2007（平成19）年度から実施している。

両館とも、2006（平成18）年９月から指定管理者制度を導入している。

合併後に両館で行われた主な自主事業については、次のとおりである。

図表11-５-１　主な自主文化事業一覧（入場者800人以上）
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図表11-５-２　文化会館自主事業の推移
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１階　楽屋1〜4、練習室1〜2、２階　会議室1〜3、回廊ギャラリー

１　西条市総合文化会館

本市の文化事業の中核を担う施設で、1996（平成８）年４月1日に開館した。大ホールと小

ホールのほか、リハーサル室、練習室、楽屋、会議室、視聴覚室、茶道や華道の活動に使える和

室などを備えている。

２　丹原文化会館

丹原地区の文化事業の拠点として、1993（平成５）年５月６日に開館した。大ホールと小ホー

ルのほか、練習室、楽屋、各種芸術作品等を常設展示する回廊ギャラリーなどを備えている。
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文化協会は、旧２市２町で設立されていたが、2006（平成18）年２月に一つの文化協会として

合併し、その下に四つの地域文化協会を置くこととなった。

その後、各文化協会を統合する準備段階として、2024（令和６）年５月に支部制に移行した。

市教育委員会内に事務局を設置した西条市文化協会のもと、地域文化協会が10月下旬から11月

中旬にかけて「秋の文化祭」として市民の文化活動の発表会を開催するなどの活動を行っている。

１　西条市文化協会

・設立…2006（平成18）年２月

・構成団体、会員数*…94団体、1,261人（1,101人）

・事務局…西条市明屋敷164 西条市教育委員会 社会教育課内 

・主な事業…定期総会（毎年５月中旬開催）、芸術文化賞（功労賞・奨励賞）贈呈式（毎年１

　　月下旬開催）

２　地域文化協会

(1) 西条市文化協会西条支部

・発足…1963（昭和38）年４月 

・構成団体、会員数*…33団体、442人（436人）

・主な活動…西条地域秋季市民芸術文化祭

(2) 西条市文化協会東予支部

・発足…1993（平成5）年４月 

・構成団体、会員数*…28団体、351人（295人）

・主な活動…書と花の出合い展（書道・生花・お茶会）、東予地域文化祭

(3) 西条市文化協会丹原支部

・発足…1965（昭和40）年９月

・構成団体、会員数*…10団体、143人（87人）

・主な活動…丹原地区文化祭、協会便り発行（年1回）

(4) 西条市文化協会小松支部

・発足…1979（昭和54）年４月

・構成団体、会員数*…23団体、280人（193人）

・主な活動…小松文化祭
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１　地域文化祭

地域文化協会の主催する地域文化祭の詳細は次のとおりである。

(1) 西条地域秋季市民芸術文化祭

1949（昭和24）年から開催。1972（昭和47）年から2018（平成30）年まで「春の文化祭」も開

催していた。

内容 ▽芸能祭…コーラス、日舞、器楽、三曲、大正琴、詩吟などの芸能発表 ▽美術展…洋

画、日本画、書道、写真、生花などの展示 ▽お茶席 

(2) 東予地域文化祭

内容 ▽芸能祭…尺八、箏曲、舞踊、郷土芸能、民謡、洋舞、洋楽など ▽美術展…洋画、書

道、工芸彫塑、小中学校作品展、私たちが住みたい街絵画展など ▽生花展 ▽お茶席 ▽バザー

…福祉団体

(3) 丹原地区文化祭

内容 ▽ジュニア部門芸能発表…ダンス、エレクトーン、ピアノ ▽芸能発表…尺八、吟詠、民

謡、民踊、舞踊、箏曲、ハーモニカ、三味線、ギターなど ▽美術展…洋画、俳句、古典、華

道、絵手紙、手芸、書道など ▽お茶席

(4) 西条市小松文化祭

1979（昭和54）年から開催。

内容 ▽ジュニア部門舞台発表…箏曲、吹奏楽、ダンス等 ▽演芸発表…コーラス、箏曲、尺

八、大正琴、詩吟、郷土芸能等 ▽作品展示…書道、陶芸、山野草、生花、川柳、俳句、手芸、

一般参加作品、児童生徒作品等 ▽地域こども文化体験教室 ▽お茶席 ▽バザー 

２　ヤングアーチスト育成事業

個性豊かな若者アーチストが生まれ育つ文化的土壌の形成を目指す事業で、コロナ禍以前まで

ミュージカルとコーラスのアカデミーを開講していた。

(1) 坊ちゃん劇場アカデミー

「坊ちゃん劇場」は、愛媛県東温市にある劇場で、2006（平成18）年の開業以来、四国・瀬戸

内の歴史や伝統文化、偉人を舞台芸術で表現する地域拠点型の劇場として、オリジナルミュージ

カル作品の上演や、次代を担うミュージカル役者の育成に取り組んできた。

本市は、2015（平成27）年８月に坊ちゃん劇場の協力により、市民参加型ミュージカル「走

れ！夢の新幹線～キクとシンジの物語～」を上演したことをきっかけとして、2016（平成28）年

３月30日に同劇場と「西条市の文化芸術振興のための連携協力に関する協定」を締結した。

この協定に基づいて、同劇場からの講師の派遣により、本市の若い世代を中心とした受講者が

ダンスや歌、演技の指導を受け、ミュージカル作品に挑戦する「坊ちゃん劇場アカデミー」が

2016（平成28）年10月にスタートした。同アカデミーは同年度から2019（令和元）年度まで開講

した。会員は毎年約３か月から半年にわたって練習を重ね、西条地域秋季市民芸術文化祭や西条
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クライミングフェスタなどでその成果を披露した。2020（令和２）年度はコロナ禍により中止

し、それ以降開講していない。

(2) 西条市コーラスアカデミー

全日本合唱コンクール、ＮＨＫ学校音楽コンクールなど、全国規模の合唱コンクールに出場す

る市内各学校の合唱部を対象に、大会の上位入賞や各学校の合唱レベルの向上を目的として2018

（平成30）年度と2019（令和元）年度に開催した。東京混声合唱団のコンサートマスター、徳永

祐一氏を講師に招聘し、西条東中学校、西条南中学校、西条北中学校などで指導を受けた。2020

（令和２）年度はコロナ禍により中止したが、実施方法等を見直し、2021（令和３）年度から再

開した。

３　文化芸術振興事業

市民が芸術を鑑賞する機会を創出し、地域の文化・芸術の振興を図ることを目的として、2018

（平成30）年度から実施している。2018（平成30）年９月６日に本市と交流の深いオーストリア

の弦楽トリオ「Ｔｒｉｏ Ｉｍｍｅｒｓｉｏ」（トリオ・イメーシオ）のコンサートを総合文化

会館で開催した。同年10月７日にはチャイコフスキー記念国立モスクワ音楽院をはじめ、世界で

活躍する一流のアーチストによる「日露交歓コンサート2018」を丹原文化会館で開催した。アン

コール枠で坊っちゃん劇場アカデミーの受講生が参加し、ダンスやコーラスを披露した。

2020（令和２）年４月にはウィーン放送交響楽団のコンサートマスターらによるヴァイオリン

とピアノのデュオコンサートを企画していたが、コロナ禍により中止になった。2023（令和５）

年11月16日及び2024（令和６）年９月６日にはウクライナのピアニスト、アレクサンダー・ロマ

ノフスキー氏のコンサートを開催した。2023（令和５）年のコンサートの最後には、ピアノの演

奏に合わせた市内小学生の合唱も行った。

１　西条市の文化財

2025（令和７）年３月31日現在の本市における指定文化財は図表11-５-３のとおりである。ま

た、合併以降に指定・登録された文化財は図表11-５-４のとおりである。
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図表11-５-３　西条市の国・県・市指定・登録文化財一覧
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伊予遍路道 横峰寺道

横峰寺境内

図表11-５-４　合併以降に指定・登録された文化財一覧
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一柳家資料
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２　石鎚黒茶製造技術の保存と継承

2018（平成30）年３月８日、文化庁の「記録作成等の措置を講ずべき無形の民俗文化財」に

「四国山地の発酵茶の製造技術」が選定された。これは、徳島県、愛媛県、高知県など、四国地

方の標高数百ｍの山間部に伝承されている茶の製造技術で、製造過程で人為的な発酵が行われる

点に特色があり、本市の石鎚黒茶もその中に含まれる。

２段発酵により作られる石鎚黒茶は、古くから石鎚山への参拝道や季節宿で、お接待として用

いられてきたもので、江戸時代から明治、大正時代には盛んに生産されていた。しかし、昭和以

降、次第に生産者は減少し、平成に入ってからは一軒のみが自家用に生産を継続しているという

状況となった。

その後、地域の貴重な食文化の火を消すまいと、1996（平成８）年頃から小松地域の生活研究

グループにより、生産の継承が始まった。現在では、石鎚黒茶製造技術保存会によって技術が継

承され、大学や研究機関と協力しながら、生産技術の研究・伝承の取組が続けられており、その

健康機能性も注目されている。また、市内の高校生による石鎚黒茶の製造や石鎚黒茶を使ったス

イーツの開発、販売イベントなども行われた。

現在、石鎚黒茶は、石鎚黒茶製造技術保存会等で製造され、市観光交流センター、アウトドア

オアシス石鎚などで販売が行われている。

本市でも、石鎚黒茶の製造技術を貴重な民俗文化財として後世に継承していくため、2019（令

和元）年度から３か年かけて「石鎚黒茶製造技術調査事業」に取り組み、石鎚黒茶の製造工程を

記録するとともに、その流通や歴史的・民俗的背景、普及に向けての取組などを幅広く調査し

た。2021（令和３）年度末に報告書にまとめ、一般公開している。

こうした調査成果を受け、2023（令和５）年３月22日、発酵茶の伝承や製茶技術の変遷を理解

する上で重要であるとして、石鎚黒茶の製造技術が本市で初となる国の重要無形民俗文化財に指

定された。
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３　民俗芸能の継承

過疎化や少子高齢化などの進行により、民俗芸能や伝統行事の担い手が減少し、継承が困難に

なっている地域が存在する。一方で、それらが地域活性化に果たす役割が認識され、その積極的

な活用が期待されている。本市では、このような状況を踏まえ、地域の伝統行事や民俗芸能等の

保護・継承事業として、用具の修理、後継者の養成、記録作成・情報整備などに対して西条市民

俗芸能補助金を交付し、各地域の実情に応じた取組を支援している。交付対象となった事業には

次のものがある。

・田滝お簾踊り（県指定無形民俗文化財）

・壬生川盆踊りトンカカはん（市指定無形民俗文化財）

・殿中奴（市指定無形民俗文化財）

・毛槍投げ奴（市指定無形民俗文化財）

４　周桑手すき和紙

周桑平野に位置する本市の国安・石田地区では、豊富な水を活用して江戸時代後期から手すき

和紙が作られていた。1950（昭和25）年頃には最盛期を迎え、100軒以上の業者が存在し、地域

住民の多くが紙産業に従事していた。現在は３軒（国安地区２軒、石田地区１軒）の業者が伝統

を維持しており、愛媛県指定伝統的特産品及び西条市指定伝統的特産品となっている。

奉書紙や檀紙、楮紙や工芸紙、うちわ原紙、木版画用紙が主要製品だが、石田地区では全国的

にも数少ない三・六判美術書画用紙も生産している。

市内の業者による団体「東予手すき和紙振興会」は、地域のイベントに参加し、小中学校の卒

業証書作りを指導するなどの活動を行っている。2007（平成19）年には東予郷土館に手すき和紙

体験室を開室し、手すき和紙や染め紙を実体験できる設備を設置するほか、和紙に関する各種講

座や展示会を開催し、ＰＲに努めている。

また、西条藩の紙方役所・紙蔵跡に建つ西条市総合福祉センターには、世界的な和紙デザイ

ナー、堀木エリ子氏による周桑手すき和紙を使ったライトオブジェを設置している。

５　市之川鉱山産輝安鉱

2016（平成28）年５月10日（地質の日）、日本地質学会は各都道府県で産出する特徴的な岩

石・鉱物・化石をそれぞれの「県の石」として選定した。愛媛県では、本市の市之川鉱山産の輝

安鉱が「県の石（鉱物）」に選ばれた。

輝安鉱はアンチモンとも呼ばれ、市之川鉱山産のものは世界一の大きさを誇る結晶鉱物として

知られている。標本は国内外の博物館に展示されており、本市では西条郷土博物館などで見るこ

とができる。

市之川鉱山は、かつて国内最大級と言われた輝安鉱鉱山である。江戸時代から存在を知られて

いたとされ、記録の残る1875（明治８）年から事業を中止した1957（昭和32）年までの間に１万

9,000ｔもの輝安鉱を産出した。
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西条高校物理部の生徒も市之川鉱山の調査・研究を進めており、2013（平成25）年から実施し

ているイギリス・スタディツアーでは世界遺産に登録された鉱山跡地の見学も行った。その活動

の中で材料科学の世界的権威であるケンブリッジ大学のコリン・ハンフリーズ教授とのつながり

が生まれ、2014（平成26）年には本市に教授を招いてシンポジウムを開催した。このシンポジウ

ムを契機に市民有志による「市之川鉱山の未来を考える会」が発足するなど、鉱山の歴史と魅力

を伝える活動が広まっている。

市之川公民館には、鉱山の歴史を紹介する「鉱山資料室」があり、2017（平成29）年５月にリ

ニューアルオープンした資料室には、鉱山を代表する鉱口、千荷坑を原寸大のパネルで再現する

とともに、そこを通って室内に入る演出となっていた。室内には鉱山の道具、輝安鉱の結晶、輝

安鉱に関連する石など貴重な資料を展示していた。その鉱山資料は考古歴史館に移転予定であ

り、移転先にて引き続き展示が行われる予定である。

１　埋蔵文化財調査

埋蔵文化財は、土地に埋蔵されている文化財のことであり、その存在が知られている土地を周

知の埋蔵文化財包蔵地という。埋蔵文化財包蔵地内で住宅建設や造成など土木工事を行う場合に

は、文化財保護法第93条により着手する60日前までに届け出をすることが必要で、遺跡の有無や

内容を確認するための試掘調査を行う場合もある。試掘調査によって、埋蔵文化財が確認されれ

ば保存のために工事計画変更などの協議を行い、遺跡が保護できない場合は本調査により記録保

存を図ることになっている。

そのため、本市では埋蔵文化財包蔵地地図と包蔵地一覧を作成し、市のホームページで公開し

ている。

２　発掘活動・発掘実績

合併後、本市では次の埋蔵文化財の発掘調査を行っており、発掘の成果を調査報告書にまとめ

て一般に公開しているほか、調査結果を報告する講演会も開いている。

合併後に調査した主な遺跡と調査報告書は図表11-５-５のとおりである。
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図表11-５-５　合併後に調査した主な遺跡と調査報告書

３　八堂山遺跡（市指定史跡）の整備

八堂山遺跡は、標高約197ｍの八堂山山頂に立地する弥生時代中期から後期にかけての高地性

集落で、昭和40年代に発見された。1971（昭和46）年に発掘調査が行われ、竪穴建物や円形倉庫

等が検出された。その成果を受けて1974（昭和49）年７月20日に、市史跡に指定された。当時で

は愛媛県内初の試みとして、1972（昭和47）年に竪穴建物を、1973（昭和48）年に高床式円形倉

庫を復元した。

その後、老朽化が進んだため1988（昭和63）年と2010（平成22）年に復元建物の全面修復を

行っている。また、全面修復から10年以上経過し、老朽化が進んだため、2022（令和４）年に復

元建物の撤去を行い、竪穴建物の平面表示による再整備を実施した。

八堂山の中腹には、同遺跡の出土品などを展示する西条市考古歴史館があり、同遺跡と合わせ

て生涯学習の場、散策コースとしても市民に親しまれている。
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１　発見から国史跡指定まで

永納山城跡は、今からおよそ1300年前に築かれた「古代山城」と呼ばれる城の一つである。古

代山城は、現在のところ西日本を中心に約25か所しか発見されておらず、愛媛県ではここ１か所

のみである。

永納山城跡は本市の河原津、楠及び今治市孫兵衛作に所在する。しまなみ海道の愛媛県側の出

発点となる高縄半島の付け根に位置し、瀬戸内海の要衝である来島海峡を一望できる場所に築か

れている。

城跡は1977（昭和52）年に、現地で発生した火災をきっかけにして発見された。発見直後に東

予市教育委員会（当時）によって２次にわたる発掘調査を行い、列石や土塁などの城壁構造が確

認されたことから、この遺跡が古代山城であることが明らかになった。山城の形態としては神籠

石系に分類される。

将来的な保存・活用のため、旧東予市は県内外の研究者から成る永納山城跡調査指導委員会を

設置し、国指定を目指した事前調査が2002（平成14）年度から2004（平成16）年度に行われ、調

査結果は合併後、本市に引き継がれた。

３年間に及んだ調査の成果を基に、2005（平成17）年２月に本市は国史跡の指定申請を行い、

同年７月14日に国史跡に指定された。同年11月13日には国史跡指定を記念して、中央公民館にて

記念シンポジウムを開催した。

永納山城跡は東西470ｍ、南北720ｍの範囲に城壁が築かれ、その長さは約2.5㎞に及んでお

り、この地域の約40haが国史跡となった。

２　指定後の調査、整備活用計画

古代山城の城壁には土塁が巡らされており、その基礎の部分に幅数10cm～１ｍ程度の列石を一

列に並べているのが特徴である。城壁の内部にどのような施設が存在していたのか、本市では

2006（平成18）年から確認調査を実施し、出入り口にあたる城門の可能性がある遺構を発見し

た。

2007（平成19）年には、将来的な史跡の保全に対する方針を示す「永納山城跡保存管理計画」

を策定した。同年、城跡の一部が国史跡に追加指定されている。

2010（平成22）年の内部施設等確認調査では、鉄器作りを行うための鍛冶炉を発見した。日本

の古代山城では、岡山県総社市の鬼ノ城跡に続き２例目の検出となる。

2011（平成23）年には、調査成果公開活用事業として、市内４か所で報告会及び企画展を開催

した。

2014（平成26）年には保存整備の基本方針を定める保存整備基本計画策定に着手し、2016（平

成28）年３月に「史跡永納山城跡保存整備基本計画」を策定した。

2015（平成27）年９月26日には、中央公民館にて「国史跡指定10周年記念シンポジウム」を開

催した。2016（平成28）年度からは、地元の小学生による植樹活動が行われている。
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史跡整備に伴う確認調査は2015（平成27）年度から2017（平成29）年度、2020（令和２）年度

に実施し、史跡保存のための整備工事は2020（令和２）年度から継続している。

また、同年度には、社会教育課が散策マップを作成した。最新の調査結果を踏まえて、随時改

訂を加えている（図表11-５-６）。

図表11-５-６　永納山城跡散策マップ

３　古代山城サミット西条大会

古代山城サミットは、古代山城を地域の再生・活性化や地域おこし・まちづくりに活用するた

め、全国で古代山城が所在する自治体の首長や関係者が集まり、意見交換や情報交換を行うもの

で、2010（平成22）年から関係自治体において開催している。

本市では、2016（平成28）年９月30日から２日間にわたり、中央公民館と総合文化会館におい

て「第６回古代山城サミット西条大会」を開催した。

第 11 編　教育・文化 第５章　歴史・文化

— ７２２ —



本市では、「西条市の教育基本方針」の社会教育における重点目標「地域に根差した市民文化

の振興」の中に先人顕彰を掲げ、下記のような取組を進めている。

・先人の業績に触れる機会の充実

・先人の業績の調査・研究、顕彰冊子の配布

・先人の業績のＷｅｂでの公開

・市内外への情報発信

合併後、次の７人の先人を中心に顕彰を進めている。

１　近藤篤山（こんどう　とくざん）

1766（明和３）年～1846（弘化３）年

伊予聖人、徳行天下第一の人と称えられる江戸時代後期の儒学者、教育者。宇摩郡土居町

（現・四国中央市）に生まれ、江戸の昌平黌(しょうへいこう)などで学んだ後、小松藩藩主か

ら、藩校、養正館の儒官に招かれた。それ以降、40年にわたって藩士や領民の教育に携わり、心

の持ち方や日々努力することの大切さを説き、自らもその実践に努めた。小松地域では今も親し

みと尊敬を込めて「篤山先生」と呼ばれる。小松町新屋敷にある旧邸は県指定文化財であり、

1999（平成11）年５月から一般公開されている。

本市では、豊かな人間形成を目的として、篤山先生の業績を広く紹介・顕彰するため、市内

小・中学生にその業績をまとめた冊子を配布しているほか、様々な事業に取り組んできた。

2009（平成21）年11月1日から12月６日まで、小松温芳図書館において特別企画展「篤山先生

とその教育の広がり」を開催した。同年11月８日にはふるさとであり、私塾を開いた四国中央市

に足を運ぶ「近藤篤山先生ゆかりの地探訪ツアー」を実施した。

2010（平成22）年11月７日には、総合文化会館において、愛媛県にゆかりの深い儒学者の業績

を通して、これからのまちづくりを考える「シンポジウム 藤樹・二洲・篤山～郷土の先哲に学

ぶ人づくりまちづくり～」を開催した。

生誕250年を迎えた2016（平成28）年には、10月16日から12月11日まで、小松温芳図書館にお

いて特別展示「篤山先生一代記」を、同年11月６日には旧邸にて、野田善弘氏（新居浜工業高等

専門学校教授）による記念講演「愛媛県の儒学者～篤山先生を偲んで～」を開催した。

地元の小・中・高生も顕彰事業に取り組み、同年11月12日から20日まで、旧邸において、小

松・石根小学校児童による学習発表展が、11月12日には小松公民館大ホールで小松中学校生徒に

よる舞台発表「郷土の偉人 篤山先生に学ぶ」が、11月12～26日は小松公民館で小松高校生徒作

品「篤山先生と小松の偉人 肖像画コンテスト」が行われた。

２　松木幹一郎（まつき　かんいちろう）

1872（明治５）年～1939（昭和14）年

西条市河原津の出身で、日本と台湾を舞台に官僚・実業家として活躍した。数々の要職に就き
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多くの業績を残しており、1929（昭和４）年には台湾電力㈱社長に就任し、日月潭(じつげつた

ん)に水力発電所を完成させた。発電所の完成は、台湾の人々の生活だけでなく、経済発展にも

貢献し、「台湾電力の父」として今も尊敬されている。内閣鉄道院では後藤新平の秘書課長を務

め、後藤に十河信二を紹介している。

2016（平成28）年４月13日、東京都内において、松木にゆかりの資料が親族から市に寄贈さ

れた。

2015（平成27）年１月24日には楠河公民館、同年３月７日には西条図書館、2017（平成29）年

12月24日には楠河公民館、2022（令和４）年４月21日には中央公民館にて松木に関する市民講

座・講演会を開催した。

松木に関する資料は東予郷土館、西条図書館などに収蔵しており、2020（令和２）年12月８日

～翌年１月30日には「鉄道人としての松木幹一郎」と題した企画展示を西条図書館で開催した。

2021（令和３）年４月には、玉井市長と西条市台湾交流推進協議会の委員らが台湾を表敬訪問

し、日月潭に建つ松木の胸像に献花している。

３　十河信二（そごう　しんじ）

1884（明治17）年～1981（昭和56）年

新居浜市中萩の出身で、愛媛県尋常中学校東予分校（現・西条高等学校）で学んだ。東京帝国

大学（現・東京大学）を卒業後、鉄道院に入庁し、南満州鉄道理事など鉄道官僚の道を歩む。終

戦前後の混乱期には第２代西条市長を務め、市政の進展に尽力した。市長辞任後は、鉄道弘済会

会長、日本経済復興協会会長を経て、1955（昭和30）年に第４代国鉄総裁に就任する。世界的に

も前例のない夢の超特急の実現に尽力し、「新幹線の生みの親」と称される。1969（昭和44）年

に西条市初の名誉市民となった。

本市では、十河の業績を顕彰するため鉄道歴史パークｉｎＳＡＩＪＯ内に「十河信二記念館」

を整備したほか数多くの顕彰事業に取り組んできた（８編５章２節参照）。

顕彰事業の詳細は、図表11-５-７のとおりである。

また、現在、新居浜市と連携して、十河と妻キクの物語をＮＨＫの連続テレビ小説（朝ドラ）

の題材とするための誘致活動を進めており、2023（令和５）年５月に機運醸成のための協議会を

設立した。機運を高めるために市内はもちろん県内でも様々なイベントで署名活動を行ってお

り、2024（令和６）年９月末時点で10万4,111筆に達している。2023（令和５）年９月と2024

（令和６）年10月には両市の市長がＮＨＫ放送センターを訪問し、提案書を提出している。
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図表11-５−７　十河信二顕彰事業一覧

４　眞鍋嘉一郎（まなべ　かいちろう）

1878（明治11）年～1941（昭和16）年

西条市大町の出身で、我が国における物理療法、レントゲン学、温泉療法の先駆者である。東

京帝国大学医科大学（現・東京大学）を卒業後、ドイツに留学して物理療法（理学療法）を研究

し、帰国後は、同大学付属の伝染病研究所の技師となった。内科の治療にエックス線、ラジウム

鉱泉電気治療などを導入し、医療技術の発展に尽力し、「レントゲン」という呼び方を我が国で

広めた。夏目漱石や浜口雄幸元首相など著名人の主治医も務め、「医聖」と呼ばれた。

大町の生家は、1978（昭和53）年に楢本神社境内に移築され、遺品などを展示する「眞鍋嘉一

郎記念館」となっている。西条市医師会館には、伊藤五百亀作の眞鍋のレリーフが置かれている。

2019（平成31）年３月11～31日には西条郷土博物館で、眞鍋の遺品や手紙などを紹介する「眞

鍋嘉一郎特別展」を、2019（令和元）年11月３～29日には同館で「特別展２～その遺品と人との

つながり～」を開催し、11月28日には郷土講座「眞鍋嘉一郎を支えた人たち」を開いた。
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５　伊藤五百亀（いとう　いおき）

1918（大正７）年～1992（平成４）年

西条市黒瀬の出身で、彫刻好きの父親の影響で彫刻家の道を歩む。多摩帝国美術学校（現・多

摩美術大学）で学び、1974（昭和49）年に「うたかたの譜」で文部大臣賞、1982（昭和57）年に

「渚」で日本芸術院賞を受賞するとともに、長く日展審査員や日本彫塑会監事などを務め、美術

界の発展に寄与した。

地元との関係も深く、1972（昭和47）年には、総合市民センター（当時）の竣工に併せて、日

展特選の入賞作品「潮先」（現在は市役所に移設）の寄贈を受けたほか、市内各所には、五百亀

寄贈による作品や原型から起こしたブロンズ像が多く設置されている。1991（平成３）年には西

条市功労賞を受賞している。

2013（平成25）年８月には、西条藩の陣屋があった明屋敷に「五百亀記念館」を開館した。１

階には五百亀の代表作や制作に使った道具などを常設展示し、各種企画展も開催している。２階

はグループ展や個展などに活用できる市民ギャラリーとなっている。同館では、企画展や市民

ギャラリーでの展示などを紹介する「五百亀通信」を毎月発行している。また、同館の学芸員が

五百亀の功績や人となり、作品について紹介する出前授業・出前講座も行っている。

2018（平成30）年９月１日には、五百亀の長女である内村紀子さんをはじめ、遺族や関係者多

数に参加いただき、同館で「伊藤五百亀生誕百周年記念式典」を執り行った。

没後30年を迎えた2022（令和４）年には、同館の所蔵作品を中心に、愛媛県美術館やギャラ

リー城川所蔵の代表作、初期の木彫作品を展示する企画展「伊藤五百亀 彫刻のいろは展」を開

催した。

６　佐伯　勇（さいき　いさむ）

1903（明治36）年～1989（平成元）年

西条市丹原町の出身で、東京帝国大学（現・東京大学）を卒業し、近畿日本鉄道の代表取締役

社長、会長を歴任する。路線延長や新型車両の導入、百貨店や旅行代理店経営などを幅広く手が

け、近鉄中興の祖と称される。また、プロ野球の近鉄球団発足時のオーナーで、チームの強化と

パ・リーグの繁栄に情熱を傾けたことでも知られ、1990（平成２）年には、野球の殿堂入りをし

ている。

丹原町池田の「西条市佐伯記念館・郷土資料館」では、佐伯が私財を投じて設立した「（公

財）佐伯記念育英会」の奨学金給付事業を行うとともに、佐伯に関する遺品等を常設展示し、市

民による作品展なども行っている。同館では常設展示に加え、絵画、書など遺愛の品を展示する

「佐伯勇先生顕彰愛蔵品展」も随時開いている。

佐伯記念育英会は、高等学校及び大学に入学した者のうち、優秀な生徒、学生で経済的に困難

な者に奨学金を給付するもので、2023（令和５）年度には30人に計990万円が給付されている。

2017（平成29）年６月３～８日には、「日台鉄道観光フォーラム」の一環として、佐伯と十河

信二、松木幹一郎を顕彰する記念展示「日本と台湾　鉄道が繋ぐ未来～西条市が生んだ３偉人の

功績」を総合文化会館で開催した。
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７　日野　強（ひの　つとむ）

1866（慶応元）年～1920（大正９）年

西条市小松町出身で、帝国陸軍の軍人であり、探検家として知られる。幼少期に小松町で漢学

を学んだことから、陸軍きっての中国語通として知られ、参謀本部から1906（明治39）年に中露

国境の調査を命じられる。当時、清国領であった天山北路を日野は１年かけて探検し、詳細な記

録を残した。参謀本部は日野の調査結果を軍事機密にせず、『伊(イ)犂(リ)紀行』として刊行さ

せた。明治天皇はこれにより中央アジアに興味を持たれ、大正天皇も日野を高く評価されていた

という。 

2015（平成27）年９月19日に、日野の探検ルートや子孫を取材した歴史学者、金子民雄氏によ

る西条市偉人顕彰特別講演会「伊予小松から西域へ シルクロード探検家 日野強の足跡」を小松

公民館で開催した。
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